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第 1章 総合計画策定の趣旨 

 

１ 策定の趣旨 
 

総合計画は、長期的な展望に立って目指すまちの姿を定め、その実現に向けて総合的かつ計画

的なまちづくりを行うための指針とするものです。 

本市は、平成２３年３月に「ともに織りなす 活力と個性 きらめくまち」を目指すまちの姿とする

第四次座間市総合計画（以下「前総合計画」という。）を策定しました。 

その後、全国的な少子高齢化の進行や、自然災害の頻発化、激甚化など、本市を取り巻く環境

の変化に対応するため、前総合計画の中間見直し（平成２７年１０月）や、基本構想に基づく実施計

画の適宜見直しなどを行い、着実にまちづくりを推進してきました。 

また、平成２３年５月に地方自治法が改正され、総合計画の策定義務がなくなりましたが、本市

では、総合計画の意義を改めて確認することとしました。その結果、総合計画のまちづくりの指針

としての必要性は、変わらないものとの結論に至りました。そこで、総合計画を策定する根拠を明

確にするため、令和２年１２月に「座間市総合計画策定条例」を制定し、施行しました。 

さらに、人口減少克服と経済、地域社会の課題に対する地方創生の取組（まち・ひと・しごと創

生総合戦略）や全国で頻発化する自然災害に対する平時からの事前の備えに向けた取組（国土強

靱化基本計画（平成３０年１２月１４日閣議決定））などと一体化した総合的な取組が求められます。 

これらの基礎自治体を取り巻く社会情勢の変化や人口推計などを勘案して、新たな時代を見据

えたまちづくりの指針となる第五次座間市総合計画－ざま未来プラン－（以下「ざま未来プラン」

という。）を策定します。 
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２ 計画の構成・期間 
 

本市における総合計画は、座間市総合計画策定条例において最上位計画として位置付けられ

ています。計画の構成は、基本構想及び実施計画の２層構造としています。 

また、基本構想においては、まち・ひと・しごと創生法第１０条の規定により定める「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国

土強靭化基本法第１３条の規定により定める「国土強靱化地域計画」の包括的な施策の推進及び

進行管理をするために、両計画を一体的に策定します。 

 

 ＜基本構想＞ 

基本構想は、目指すまちの姿とその実現に向けた施策の体系及び方針を示すものです。 

計画期間：８年（目標年次：令和１２年度） 

 

 ＜実施計画＞ 

実施計画は、基本構想を具現化するための事業計画であり、毎年度の予算編成の指針と 

するものです。 

計画期間：３年 ※毎年度見直し 

 

 

■総合計画の計画期間 

令和５年度                                                        令和１２年度 

        

        

 

  

基本構想 ８年間 

（令和５年度～１２年度） 

実施計画 ３年間 

（令和５年度～７年度） 

※毎年度見直し 

次期実施計画 ３年間 

（令和６年度～８年度） 
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■総合計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第五次座間市総合計画 

―ざま未来プラン― 

 

基本構想（令和５年度～１２年度） 

＜包括的な施策の推進及び進行管理＞ 

実施計画（３年間） 

※毎年度見直し 

まち・ひと・しごと創生総合戦略      国土強靱化地域計画 
 

各分野に 

係る個別計画 

各分野に 

係る個別計画 

各分野に 

係る個別計画 

各分野に 

係る個別計画 

各分野に 

係る個別計画 
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第２章 本市の特性 

 

１ 移り変わり 
 

現在の市域が形成されたのは、明治２２年に座間入谷村、座間宿村、栗原村、新田宿村、四ツ谷

村と新戸村飛地とが合併して座間村が誕生したときで、その頃は、米麦、養蚕が中心に営まれて

いた村でした。 

その後、大正１５年に神中線（現相模鉄道）、昭和２年に小田急線、昭和６年に相模鉄道（現ＪＲ相

模線）がそれぞれ開通するにつれて、村の様相も次第に変わり、さらに昭和１２年に陸軍士官学校

が東京市ヶ谷から移転してくるとともに町制が施行され、座間町となりしました。 

昭和１６年に上溝町及び近隣６村（現相模原市）とともに相模原町を構成しましたが、昭和２３年

に旧座間町の区域を分立し、座間町が再置されました。 

昭和２０年の終戦とともに陸軍士官学校は閉鎖され、跡地はキャンプ座間として在日米陸軍司

令部が置かれ、昭和４６年からは陸上自衛隊が一部共同使用しています。 

昭和３０年代に始まる高度経済成長とともに東部一帯に工場が進出し、また、首都圏への人口

集中に伴い急激に都市化が進み、昭和４６年１１月に県内１７番目の市として市制が施行されまし

た。 

その後、平成７年には核づくり計画に基づき市庁舎を本市の中心部に移転、平成３０年にはキャ

ンプ座間の返還跡地に新消防庁舎が完成し、令和３年には市制施行５０周年を迎え、今日に至っ

ています。 

 

２ 位置 
 

本市は、東京から南西へ４０キロメートル、横浜から 

西へ約２０キロメートル圏内にあり、神奈川県のほぼ 

中央に位置しています。 

 

 

 

 

 

  

座間市の位置 

40km 

20km 
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３ 人口 
 

本市の総人口は、平成２７年に減少に転じましたが、その後、再び増加に転じて、令和２年は１３

２，３２５人でした。 

今後は人口が減少傾向で推移し、ざま未来プラン最終年である令和１２年には、１２９，９８６人

になると推計しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

人口推計（各年１０月１日） 

出典：国勢調査、独自推計 

125,694
128,174

129,436 128,737

132,325

132,225

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年

（人）

統計人口（国勢調査） 本市独自の人口推計

令和１２年

１２９，９８６人

・ 世帯数の増加が人口の増加を上回る傾向で推移し、１世帯当たりの人数は減少していま

す。【P.11４ データ集：人口⑴】 

・ 年齢別人口は年少人口、生産年齢人口が減少傾向で推移しています。一方、老年人口は増

加傾向で推移し、今後はさらに少子高齢化の傾向が続くと推計しています。 

 【P.11５ データ集：人口⑵】 

・ 近年の人口増加は、転出者より転入者の方が多いことよるものです。一方、出生数が死亡

数を下回る状況が続いています。 【P.1１６ データ集：人口⑶】 

・ 昼夜間人口比率が１００％を下回っているため、通勤・通学で市外に通う市民が多くなっ

ています。 【P.1１６ データ集：人口⑶】 

その他のデータから分かること 
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４ 財政 
 

近年、一般会計は４００億円を超える規模で推移し、令和３年度の歳入は約５１７億円、歳出は約

４９２億円でした。その内、歳入における一般財源等の根幹である地方税は約１９０億円、歳出の義

務的経費における扶助費は約１６７億円でした。 

今後の一般財源等は、新型コロナウイルス感染症や円安による物価高騰など様々な要因に影響

を受け、その度合いによって大きく変動する可能性があることを前提に試算した結果、微減傾向

で推移していくものと見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一般財源等の推計 

【用語説明】 

一般財源等  …財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができるもの。 

・ 財政力指数は、上昇傾向にあるものの１．０を下回っているため、財政力が高いとは言え

ない状況です。【P.1１８ データ集：財政⑵】 

・ 経常収支比率は、近年９０％を超える値で推移しているため、財政構造の弾力性が高くな

い状況です。【P.1１８ データ集：財政⑵】 

・ 公債費比率は、近年減少傾向にあり低い水準を保っています。 

【P.1１８ データ集：財政⑵】 

その他のデータから分かること 
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５ その他 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 国道246号、首都圏中央連絡自動車

道等の道路交通網や、小田急小田原線、

ＪＲ相模線、相模鉄道の鉄道網が整備さ

れ、都心部、横浜方面へのアクセスに優

れた地域です。 

交通  

・ 市内の土地利用面積比率では、宅地

の割合が増え、約７割を占めているた

め、住宅都市としての性格が強くなって

います。 

土 地 利 用  

・ 高齢化が進行する中、高齢単身世帯

と高齢夫婦世帯が大幅に増加していま

す。 

高 齢 者 福 祉  

・ 幼稚園園児数や小学校児童数、中学

校生徒数が減少している一方で、保育

園園児数は増加しています。 

子 育 て・教 育  

・ 就業人口は減少していますが、第３

次産業人口は増加しています。 

・ 卸売業や小売業の年間商品販売額、

製造業等の製造品出荷額は増加傾向

です。 

・ 観光客は、新型コロナウイルス感染

症の影響で大幅に減少しています。 

産 業  

・ 想定される地震の最大震度は、都心

南部直下地震等の震度６強です。 

・ 想定最大規模降雨を基に、相模川、

鳩川、目久尻川の洪水浸水想定区域を

設定しています。 

災 害  

・ 市域面積の３．２％（約５７万平方メ

ートル）という広大な土地をキャンプ座

間が占めています。 

・ 基地内には陸上自衛隊が駐屯して

います。 

キャンプ座 間  

・ 一人当たりの家庭系可燃ごみ排出

量は減少しています。 

・ 水道は地下水を主な水源とし、年間

を通じて豊富な水資源を有していま

す。 

環 境  
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・ 鉄道各駅の１日平均乗車人員の合計値は、人口増加に伴って増加していますが、さが

み野駅や座間駅は減少傾向にあります。【P.12１ データ集：土地利用・交通⑶】 

・ 昼夜間人口比率が上昇しているのは、市外から市内への通勤・通学者が増えているも

のではなく、老年人口割合の増加等により日中市内で過ごす市民が増えているためと

考えられます。【P.1１５～11６ データ集：人口⑵⑶】 

・ 市内の世帯数に占める高齢単身世帯と高齢夫婦世帯の割合は、平成１２年が約１０％、

平成２２年が約１５％、令和２年が約２０％と１０年間で約５％ずつ増えています。 

【P.1２６ データ集：高齢者福祉】 

・ 少子化に伴い年少人口が減少していますが、保育園の園児数は増加しています。 

【P.12７～1２８ データ集：子育て・教育⑴⑶】 

・ 総人口は増加してきましたが、義務教育過程にある小学校児童数、中学校生徒数は減

少傾向にあるため、子育て家庭が減少傾向にあります。 

【P.12８ データ集：子育て・教育⑵】 

人口及び各分野のデータから分かること 
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第３章 市民意向等 

 

１ 市民意向等の把握に向けた取組 
 

ざま未来プラン策定に向けて、多くの市民からまちづくりに対する意見や提案を聴取しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりのための市民アンケート調査 

市内在住の満１５歳以上の個人（２,４３５票） 

 

将来のまちづくりに関するアンケート調査 

LINE友達登録者（４,３４５件） 

 

未来デザイン会議 

市内在住の１６歳以上の個人（第１回：３７人、第２回：２９人） 

 

市
民
意
向
の
把
握 

前総合計画の各施策に関する調査（回答が多かった施策） 

 関心度 重要性 良くなった 悪くなった 

１ 防犯 医療体制 公園・広場・緑地 景観形成 

２ 交通安全 道路 資源循環社会 道路 

３ 医療体制 地域・高齢者福祉 道路 公共交通 

 

魅力や課題から未来について対話し、分類された七つの分野と将来像の提案 

分野 将来像 

都市空間・生活環境 人と人とのふれ合いが活性化されたまち 

子育て・教育・文化 彩られたまち 

協働・ひと みんなが考えていることを即座に解決できるまち 

公園・緑地・水 生涯安心して暮らせるまち 

行政サービス 市民に優しい住みやすいまち 

活力・にぎわい  

財政 サステイナブルな協働のあるまち 

 

将来のまちづくりに対する意向の把握 

設問 多かった回答 

将来に残したいもの 公園、水、ひまわり、大凧、自然・景観、建物 

将来のまちの姿 住みやすい、暮らしやすい（子どもや子育て世代、高齢

者） 

将来イメージのキーワード 住みやすい、安全、環境、やすらぎ 
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「咲かせよう！未来のひまわり」ポスターセッション 

イオンモール座間利用者（メッセージ：６０６件） 

 

市
民
意
向
の
把
握 

総合計画の認知度アンケート（回答：５２１人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「こんなまちになったらいいな」をテーマにした一言メッセージ 

ワードクラウド（一言メッセージの単語を出現頻度に応じた大きさで表現） 

年代 
知っていた 知らなかった 

計 回答比率 
回答数 割合 回答数 割合 

１０代以下 ２人 ０．４％ ４７人 ９．０％ ４９人 ９．４％ 

２０代 ４人 ０．８％ ３４人 ６．５％ ３８人 ７．３％ 

３０代 ７人 １．３％ １０４人 ２０．０％ １１１人 ２１．３％ 

４０代 １７人 ３．３％ １１４人 ２１．９％ １３１人 ２５．１％ 

５０代 １７人 ３．３％ ７０人 １３．４％ ８７人 １６．７％ 

６０代 ５人 １．０％ ４８人 ９．２％ ５３人 １０．２％ 

７０代以上 １３人 ２．５％ ３９人 ７．５％ ５２人 １０．０％ 

計 ６５人 １２．５％ ４５６人 ８７．５％ ５２１人 １００．０％ 
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第五次座間市総合計画（ざま未来プラン）基本構想＜骨子案＞ 

分野別団体懇談会 

市内の各分野の団体（６３人） 

 
地区別懇談会 

市内５会場に参加した地区住民（延べ１２１人） 

 
オンライン懇談会 

オンライン参加の市民（７人） 

 
動画配信による意見募集 

動画視聴の市民（１４件） 

 

こ
れ
か
ら
の
座
間
市
に
対
す
る
市
民
の
意
見
・提
案 

まちづくりのテーマや分野に対する意見等の整理 

 

子ども・子育て世帯への支援

不登校児童生徒への支援

子ども食堂への支援

待機児童対策

小中学校給食の継続

学校施設の老朽化対策

環境 脱炭素社会への対応

ごみ・資源 ごみ・資源物収集対策

災害危険箇所の整備

災害対策

健康 健康づくり

文化 郷土、文化の発信、意識醸成

ワクチン接種への対応

医療環境の整備

団体等への支援

高齢者等世帯支援

障がい者への情報手段

障がい者・団体支援

まちづくり 都市計画

交通 公共交通

緑の保全・緑化

緑をいかしたまちづくり

公園 公園の整備、維持管理

住宅 マンションの老朽化対策

渋滞対策

道路整備による安全等確保

自転車交通対策

その他道路整備

行政改革 行政改革全般

施設整備・広域連携

施設利用・管理運営

広報紙の強化

情報発信方法、ホームページの充実、更新

その他 投票所の設置

計画策定 計画策定

施策検討キーワード

子育て・教育

子育て

教育

生活環境

危機管理

行財政運営

公共施設

情報

まちづくり
のテーマ

健康・文化
新型コロナ
ウイルス感染症

福祉

地域福祉

障がい者福祉

都市基盤

緑地

道路

分野
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まちづくり懇談会 

市内４会場（全５回）の参加者（延べ９６人） 

 
まちづくり懇談会（オンライン） 

オンライン参加の市民（２１人） 

 

パブリックコメント（１３人、２６件） 

第五次座間市総合計画（ざま未来プラン）基本構想 

第五次座間市総合計画（ざま未来プラン）基本構想＜素案＞ 

第五次座間市総合計画（ざま未来プラン）基本構想＜骨子案＞ 

素
案
作
成
に
係
る
市
民
の
意
見
・提
案 

政策に対する意見等の整理 

 

パブリックコメント（３１人、８３件） 

政策 意見から抽出したキーワード（順不同）

共に学び、
健やかに育つ
まちづくり

出生率、無償化、義務教育終了後、ヤングケアラー、待機児童、教師の負担、不
登校、居場所づくり

地域の魅力を高め、
にぎわいのある
まちづくり

特産物、賑わい、道の駅、文化、歴史、若者、大学、市民の力、団体支援、自治
会、仕組みづくり、農業振興、市民と企業のつながり、具体的支援策、郷土愛、
コミュニケーション、企業誘致

安全・安心で
環境にやさしい
まちづくり

改善要望手段、環境基準、地域防災力、行政の危機管理、避難所対策、資源回
収方法（ビニール削減）、ゴミ出しルール、コンポスト推進、堆肥活用、消防団、
仕組みづくり、地下水保全

健康に暮らせる
まちづくり

医療支援、メンタルヘルス、健康遊具、団体活動、文化、博物館、生涯学習、活
動の場づくり、イベント

共に認め合い、
支え合う
まちづくり

民生委員、ゲートキーパー、高齢単身世帯、高齢夫婦世帯、仕組みづくり、会話
の場づくり、８０５０（９０６０）問題、障がい者雇用、啓発活動、農福連携

緑あふれる
快適な
まちづくり

公共交通ネットワーク、空き家対策、公共施設の老朽化対策、子どもたちの居
場所、緑地の確保、市民による管理、渋滞対策、街路灯、狭あい道路、歩道整
備、自転車、生活道路、都市計画道路、利便性向上

行財政運営
多様な主体との連携、多様な意見、広報誌のデザイン、幅広い情報発信、キャ
ンプ座間、積極的な取組、LINEの活用、利便性向上、LGBTQの取組、歳入の
確保、選択と集中、公共施設の統廃合・維持、印象改善、使用料

その他 パブリックコメント、見える化、若い世代や子どもの参加
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第４章 社会情勢 

 

１ 本市を取り巻く社会情勢 

 
 

  

（１） 人口減少の進行 

日本の総人口は、平成２０年をピークに減少に転じました。 

年間出生数は、第１次ベビーブーム期に約２７０万人でしたが、未婚化や晩婚化、

晩産化などを背景に令和３年には過去最少の約８１万人となり少子化が進行して

います。 

また、生産年齢人口も平成７年をピークに減少に転じる一方、老年人口は増加の

一途を辿っています。 

（２） 経済の概況 

新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない中で、ウクライナ情勢の悪化や

円安に伴う物価高騰の影響が広がりを見せています。 

電気代や食料品など生活に欠かせない分野で価格が上昇し、国民の消費動向は

悪化傾向にあります。 
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（３） 脱炭素社会の推進 

国は、平成２７年に国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議（ＣＯＰ２１）で成立した

地球温暖化防止の国際的枠組みである「パリ協定」等を踏まえ、令和２年１０月に脱炭素

社会の実現を目指す「２０５０年カーボンニュートラル」を宣言しました。 

さらに、カーボンニュートラルを基本理念として、「地球温暖化対策の推進に関する

法律」の一部を改正し、その実現に向けて地域の再生可能エネルギーを活用した脱炭素

化の取組等が定められました。 

画像：環境省「脱炭素地域づくり支援サイト」 

 

画像：内閣府「政府広報オンライン」 

（４） 頻発化、激甚化する自然災害 

近年、気候変動が一因と考えられる異常気象が世界各地で発生しています。日本国

内においても、台風や記録的な大雨による風水害が毎年のように発生しています。 

その背景要因として、地球温暖化による気温の長期的な上昇傾向に伴い、大気中の

水蒸気量も長期的に増加傾向にあることが考えられます。 

平成２５年に施行された「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等

に資する国土強靱化基本法」では、強さとしなやかさを持った、安全・安心な国土・地

域・経済社会を構築することを目指しています。 
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（６） ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の推進 

平成２７年９月に国連で採択された「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」は、１７のゴール、 

１６９のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。 

日本においても令和３年１２月に「ＳＤＧｓアクションプラン２０２２」を策定し、ＳＤＧｓの達

成に向けて国内実施・国際協力を一層加速するとしています。 

 

 

 

 

 

  

出典：国際連合広報センター 

 

（５） デジタル社会の推進 

政府において「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」が決定され、目指すべ

きデジタル社会のビジョンとして「デジタルの活用により、一人一人のニーズに合ったサ

ービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残さない、人に優

しいデジタル化～」が示されました。 

行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用して、市民の利便性を向上させ

るとともに、デジタル技術やＡＩ等の活用により業務を効率化し、人的資源を行政サービ

スの更なる向上につなげていくことが求められます。 

画像：総務省「令和３年度情報通信白書」 

出典：国際連合広報センター 
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第５章 まちづくりの課題 

 

１ これまでの人口推移 
  

令和３年に市制施行５０周年を迎えた本市は、神奈川県のほぼ中心に位置し、都心や横浜方面へ

のアクセスに優れた立地条件でありながら、地下水による水資源や公園、緑地などの緑資源が豊か

な自然環境に恵まれていることなどを背景に、住宅都市（ベッドタウン）として発展してきました。 

前総合計画においては様々な施策を講じ、計画期間後半には新たな課題に対応するために「シテ

ィプロモーション」、「危機管理・減災」、「子ども・子育て」の施策を推進しました。また、近年では大型

商業施設が開業するなど市民生活の利便性が向上したことや、周辺の道路や鉄道等の交通ネットワ

ークが充実してきたことが暮らしやすさにつながり、人口が増え続け、現在では１３万人を超えてい

ます。 

 

２ 人口減少と少子高齢化の進行 
  

これまで本市の人口は増加してきましたが、全国的には人口減少が進行し、今後、本市の人口も

減少に転じると推計しています。 

 人口減少は、地域の活力が低下し、地域コミュニティが希薄化するなどまちづくりに多大な影響を

及ぼすと考えられます。また、安定的な収入である市税が減少し、財政規模が縮小することも想定さ

れます。 

 また、本市では人口減少に先立って少子高齢化が進行しているため、人口減少傾向とそれに伴う

様々な影響に拍車がかかるものと考えます。 

 

３ まちづくりに求められること 
 

（１） まちの活力 

 

未来デザイン会議で提案された７分野の将来像は、市民一人一人を大切にすることや、活力・行動

力に関する視点が重視されていました。 

人口減少へと転じる局面を迎える本市においては、関係人口や交流人口など本市に関わる人と

のつながりも深めながら、移住や定住を促進する必要性が高まっています。 

また、新たな地域資源の発掘や、大凧やひまわりなどの地域資源を活用した賑わいの創出により、

地域経済の活性化などまち全体への活力が求められています。 
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（２） 地域コミュニティ 

 

地区別懇談会やまちづくり懇談会等では、地域コミュニティに関する意見が非常に多くありました。 

近年では、自治会加入率が低下していることからも、地域コミュニティの希薄化が大きな課題と

なっています。 

人口に関するデータ等からも分かるように、共働き世帯が増えていることや、老年人口が増えて

いることに伴い、平日と休日では、市内で過ごす人の年齢層や各家庭での過ごし方も異なっていま

す。 

このように生活環境が多様化し、生活様式も変化する中で、まちづくりに欠かせない地域コミュニ

ティが市民生活の一端を担えるようになるために、自治会などの地域団体と行政の連携を通して、

地域に交流が生まれ、コミュニティが活性化することで、市民生活の満足度が高まるとともに、選ば

れるまちへと発展することが期待されます。 

 

（３） まちの安全・安心 

 

まちづくりのための市民アンケート調査や将来のまちづくりに関するアンケート調査では、生活に

おける安全・安心への関心や重要度が高い結果となり、市民は安全で安心して暮らせるまちである

ことを期待しています。 

安全・安心は、日常生活における「防犯」や「交通安全」だけではなく、いつ起こるか分からない自

然災害に対する意識や備えが欠かせないことから、市民・団体・企業と行政の一体となった取組が重

要になっています。 

さらには、社会全体が脱炭素社会の推進に向かい、ＳＤＧｓに対する関心が広がりを見せている中

で、地球温暖化が一因とされる自然災害の激甚化に対する備えにも注目が集まっています。 

本市は、民間企業と連携したサーキュラーエコノミーの推進による廃棄物の効率的な回収や再資

源化など先進的な取組を実践していますので、引き続き、カーボンニュートラルへの取組を推進す

るとともに、自然環境と共生した、災害に強いまちづくりを実践することが期待されます。 

 

（４） 快適な都市環境 

   

まちづくりのための市民アンケート調査では、道路や公園等の都市基盤に対する関心が高い結果

となりました。懇談会においても、道路や交通に関しては、子育て世代や高齢者の視点による地域に

応じた多くの課題が指摘されました。 

これらの意見を踏まえた上で、中長期的な視点に立って、課題の解消に取り組み、快適な都市環

境のための基盤維持・整備を着実に推進することが求められています。 
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４ まちづくりの主体となる市民 

  

人口減少や少子高齢化の進行に伴う様々な影響を緩和するためには、これまで以上に市民一人

一人が、それぞれの能力を発揮しながら、心身ともに健康に暮らせる環境づくりに取り組むことが

重要です。また、高齢者が、いつまでも生きがいを持って安心して暮らし続けることができるように、

地域で支えあう地域福祉が求められます。 

将来のまちづくりに関するアンケート調査では、市民参加について実施方法やテーマ等によって

参加したいと回答した市民が約７割を占めた一方、ポスターセッションで実施した総合計画の認知

度アンケートでは、総合計画を知らなかった市民等が８７．５％を占めました。 

そのため、引き続き協働によるまちづくりを推進するとともに、市民一人一人の主体的な取組の

裾野を広げていくために、市民活動の場づくりや多様な活動主体の連携強化に取り組むことが求め

られます。 

 

５ 成長し続けるまち 

 

市民意向等からも分かるように、本市は住みやすいまちとして評価されていることから、今後も

住みやすいまちとして成長し続けることが求められています。 

成長を続けるためには、次世代を担う一人でも多くの子どもたちがこのまちで生まれ、健やかに

育つことが何より重要です。市民からも子どもや子育てに関する意見が多くあったことから、少子

化に危機感を抱き、子育てしやすい環境整備の必要性を感じていると捉えています。 

子育てしやすい環境づくりには、子どもを育てる親世代に優しいまちづくりを推進する必要があ

り、働きながら子どもを育てる世帯の増加に伴って、子育てしやすいだけでなく、働きやすく暮らし

やすい環境を整備することが必要です。 

また、子どもたちが地域への愛着を持ち、夢や希望を膨らませながら成長できるまちづくりも必

要です。 

さらには、誰もが住みやすいまちになるために、先進技術やデジタル技術等を取り入れながら、社

会の変化や多様な市民ニーズに対応した、成長し続けるまちづくりが求められています。 
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第６章 目指すまちの姿 

 

１ 目指すまちの姿 

 

ざま未来プランはまちづくりの指針であることから、前総合計画の取組結果、市民意向、社会

情勢等から考えられる課題を踏まえ、目指すまちの姿を次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ひと・まちが輝き 未来へつなぐ 

“ひと”が輝く ×“まち”が輝く ×“未来へつなぐ” 



20 

 

 

 

 

“ひと”が輝く 

人口減少社会においても輝くまちであるためには、ひとが輝き、市民力を高めること

が必要です。 

市民一人一人が対等な立場でお互いを理解して、心豊かに生き生きと笑顔で暮らせる

まちであることを目指します。 

 

 

“まち”が輝く 

ひとが輝くためには、安全・安心で快適に暮らせる生活基盤を築くことが必要です。 

まちの安全が確保され、都市基盤が維持されていることに加えて、市民・団体・企業等

の多様な主体との連携、協力により、まちの新たな魅力と価値が創造され、誰もが過ごし

やすく、暮らしやすいまちであることを目指します。 

 

 

“未来へつなぐ” 

“ひと”と“まち”の輝きは、未来を担う子どもたちを始めとした次世代に引き継いでい

くことが必要です。 

未来を担う子どもたちが健やかに育つまちであるとともに、“ひと”の技術や経験と“ま

ち”の歴史や伝統を受け継ぎ、新たな価値の創造へと発展させ、将来に渡って成長するま

ちであることを目指します。 

 

そして、市民の活躍がまちの魅力を高め、地域の活性化が安定的な行財政運営につな

がり、さらなる市民の活躍につながる好循環が実現します。 

市民と地域と行政が知恵と力を出し合い連携して、輝く“ひと”と“まち”が相互に高め

合うことで、ふるさと“ざま”に対する愛着と誇りが深まり、本市が持続的に発展すると考

え、「ひと・まちが輝き、未来へつなぐ」を目指すまちの姿とします。 
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２ 実現に向けた基本姿勢 

 

目指すまちの姿を実現するために、次の三つをまちづくりの基本姿勢とし、市民・団体・企業等

と行政が共有しながら取り組みます。 

 

多様な主体と共に創る 「共創」 のまちづくり 

本市では、市民等と行政が対等の立場に立って、相互の信頼及び合意の下、役割及び責任を

担い合い、お互いの特性や能力を発揮し合いながら連携、協力して、効果的にまちづくりに取り

組んでいく協働を推進してきました。 

協働によるまちづくりを推進する一環として、変化し続ける社会環境に柔軟に対応するため、

地域課題の把握や事業の目標設定等の初期段階から多様な主体と連携、協力し、まちづくりに

ついて共に考え、新たな価値の創造を目指します。 

 

目標を意識したまちづくり 

ＳＤＧｓが掲げている「誰一人取り残さない」という理念や、明確な目標としている１７のゴー

ルは、共通のキーワードとして広く社会に浸透しています。理念や目標を共有することは、地域

が持続可能な発展を遂げる上で重要な視点です。 

本市においても、ＳＤＧｓを意識しながら多様な主体と共に創るまちづくりを進めるために、

その目標や手法をそれぞれが主体的に捉え、その進捗状況を共有できる、目標を意識したまち

づくりに取り組みます。 

 

新たな社会情勢と地域課題に対応した持続可能なまちづくり 

人口が増え続けてきた本市が、人口減少へと転じる局面において、社会課題の解決や地域経

済の成長、地球環境への配慮といった新たな社会情勢と地域課題に対応していくことが必要で

す。 

これまで先人たちが築いてきた財産や、従来から培ってきた考え方を尊重しながら、創意工

夫を凝らして、変化に対応できる柔軟な体制を整え、持続可能なまちづくりに取り組みます。 
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第７章 まちづくりの方向性 

 

本市は、基礎自治体として取り組むべき政策、施策を着実に推進することが求められる一方、本

市を取り巻く環境が変化し、地域課題も多面的、複合的な課題が増える状況に対して特定の政策や

施策の枠にとらわれず、分野横断的に取組を推進することも求められています。 

そこで、目指すまちの姿の実現に向けて、特定の政策、施策の枠を超えて分野横断的に取り組む

輝く未来戦略と基礎自治体として取り組むべき政策、施策を体系化した分野別政策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真、イラスト等 
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輝く未来戦略 

昨今の少子化に加えて、これまで増え続けてきた総人口が減少に転じる局面を迎えている本市が、

市民の定住化や自然増による人口増加を促すためには、市内外の在住者から生活の拠点として選

ばれるまちにならなくてはなりません。 

そこで、多面的、複合的な地域課題に対して計画期間中の長期的な視点に立って、分野横断的か

つ戦略的な取組として輝く未来戦略を掲げ、経営資源を優先的に配分して、まちづくりを推進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民生活を取り巻く環境の変化等に伴い、市民ニーズが多様化、複雑化している社会におい

て、新たな考え方を取り入れて、新たな価値を生み出す原動力が“ひと”であるという視点に立

ち、市民相互の交流を通して市民等が生涯にわたって活躍し、市民力が高まる取組を推進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ひとがつながり、市民力が高まり、 

一人一人が活躍するコミュニティを目指します 

“ひとが輝く” 

写真、イラスト等 

輝く未来戦略は、目指すまちの姿の実現に向けて、特定の政策や施策にとらわれずに分野横

断的に取り組むものであるため、数値目標は設定せずに「人口」、「転入転出者」、「合計特殊出生

率」を時点における達成状況を把握するための参考指標とします。 

参考指標 
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これまで資源循環で取り組んできたサーキュラーエコノミーの推進を拡大して、まちづくり全

体に経済・環境・社会の循環という視点を取り入れ、市民が良好な環境で暮らしやすい持続可

能な住宅都市に向けた取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの視点に立ち、子どもの最善の利益を第一に考え、未来を担う子どもたちの健やかな

成長を地域全体で支援する取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真、イラスト等 

写真、イラスト等 

 
暮らしに喜びが溢れ、 

快適に住み続けられるまちを目指します 
 

“まちが輝く” 

 
子どもたちの夢が叶えられる、 

希望に溢れる社会を目指します 

“未来へつなぐ” 



25 

 

空白ページ  
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分野別政策・施策 

本市は、基礎自治体として様々な政策や施策に取り組み、まちづくりを推進していく必要がありま

す。 

そこで、基礎自治体として取り組むべき７の政策と３２の施策を定め、政策の方向性及び施策の方

向性、進捗状況を把握するための指標を体系的に掲げて、まちづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

共に学び、健やかに育つまちづくり 
 施策１：  子育て世代包括支援 ３０ページ 

施策２：  子どもたちの健全育成 ３２ページ 

施策４：  義務教育 ３６ページ 

施策３：  保育 ３４ページ 

政
策
１ 

地域の魅力を高め、にぎわいのあるまちづくり 
 施策５：  地域の魅力向上 ４０ページ 

施策６：  市民協働 ４２ページ 

政
策
２ 

施策７：  産業振興 ４４ページ 

安全・安心で環境にやさしいまちづくり 
 施策８：  安全・安心な生活環境の整備 ４８ページ 

施策９：  防災・減災 ５０ページ 

施策１１： 資源循環の推進 ５４ページ 

施策１０： 地球温暖化対策の推進 ５２ページ 

政
策
３ 

施策１２： 消防力の強化 ５６ページ 

健康に暮らせるまちづくり 
 施策１３： 健康医療 ６０ページ 

施策１４： スポーツ ６２ページ 

政
策
４ 

施策１５： 生涯学習・文化芸術 ６４ページ 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

共に認め合い、支え合うまちづくり 
 施策１６： 地域福祉 ６８ページ 

施策１７： 高齢者の支援 ７０ページ 

施策１９： 障がい者の支援 ７４ページ 

施策１８： 介護保険 ７２ページ 

政
策
５ 

施策２０： 生活困窮者の自立支援 ７６ページ 

緑あふれる快適なまちづくり 
 施策２１： 都市計画 ８０ページ 

施策２２： 市街地整備 ８２ページ 

施策２４： 道路 ８６ページ 

施策２３： 公園緑政 ８４ページ 

政
策
６ 

施策２５： 上下水道 ８８ページ 

持続可能な行財政運営 
１ 

政
策
７ 

施策２６： 行政経営 ９２ページ 

施策２７： 情報発信 ９４ページ 

施策２８： 基地政策 ９６ページ 

施策２９： デジタル化推進 ９８ページ 

施策３０： 多様性社会への対応 １００ページ 

施策３１： 財政運営 １０２ページ 

施策３２： ファシリティマネジメントの推進 １０４ページ 
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政策１ 共に学び、健やかに育つまちづくり 
 

 

本市の年少人口は減少傾向にありますが、共働き世帯の増加に伴い、保育に対する需要は高ま

っています。そして、本市はその需要に対して供給が追い付かず、待機児童が恒常的に発生してい

る状況です。また、近年直面した新型コロナウイルス感染症の拡大による小中学校の臨時休校の

ような予期せぬ状況下でも、児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、確かな学力、健やかな

体、豊かな心を育む必要があります。 

こうしたことを踏まえて、子育て世代が不安を抱えることがないように妊娠期から子育て期ま

で切れ目のない支援に努めるとともに、学校・家庭・地域の連携強化により学校教育を充実させ、

子どもたちが心豊かに学び、健やかに成長するまちづくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

共に学び、健やかに育つまちづくり 
 施策１：  子育て世代包括支援 ３０ページ 

施策２：  子どもたちの健全育成 ３２ページ 

施策４：  義務教育 ３６ページ 

施策３：  保育 ３４ページ 

政
策
１ 
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学校きれいだから行くのが楽しみ！ 

座間市って保育園に入りやすいよね！ 
 

子どもや子育て家庭へのサポートが充実し

ていて、子育てにやさしい環境だよね！ 
 

子育てってこんなに大変な

のか、二人目は諦めようか

な○市 

学校がきれい 

だったらうれしいな 

待機児童が多くて保育園に入れ

ない、どうしよう 

現在と”未来”の市民の声 

現在 

未来 
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子育て家庭の核家族化が進行し、家族や地域社会との関係性の希薄化に

伴う対応策として、平成３０年度から子育て世代包括支援センターにおい

て、母と子の健康保持や増進、子育てに関する相談等を一体的に提供して

きました。 

全ての妊産婦や子育て家庭が安心して子どもを産み育てられる地域で

あるために、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援の充実に取り組む

必要があります。 

 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

子育て支援センター利用

者数 
人 Ｒ３ ２５，３５４ ３８，０００ 

赤ちゃん訪問実施率 ％ Ｒ３ ９７．１ １００ 

利用者支援事業（基本

型）出張相談会相談件数 
人 Ｒ３ ７５ ７２０ 

  

 

１ 妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援やサービスを提供します。 

施策の方向性 

施策 

１ 
子育て世代包括支援 
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○座間市子ども・子育て支援事業計画 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

○妊娠・出産・育児に関するあらゆる悩みを一つの窓口で解決し、切れ目のないサ

ービスを提供しています。 

対象…妊娠・出産・育児期の親子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組の具体的事例 

ネウボラざまりん（子育て世代包括支援センター） 

関連個別計画 
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核家族化の進行や保護者の就労状況等子どもたちを取り巻く環境の変

化により、子どもたちの居場所づくりが重要となっています。 

こうしたことを踏まえて、地域全体で子どもたちを育てていくために、子

どもたちが健やかに育つ場を確保するとともに、一人一人に寄り添った支

援に取り組む必要があります。 

 

 

  

１ 子どもたちが健やかに育つ環境づくりを推進します。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

児童ホーム待機児童数 人 Ｒ４ ６４ ０ 

青少年育成事業の参加者数 人 R3 ２,５１４ ８,０００ 

 

 

 

 

 

 

  

施策の方向性 

施策 

2 
子どもたちの健全育成 
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○座間市子ども・子育て支援事業計画 

 

 

  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

関連個別計画 

取組の具体的事例 

写真、イラスト等 
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保護者の就労状況の変化に伴い、保育に対する需要がますます高まる

中、認可保育所等に関しては入所希望者数に対して定員数等の環境整備が

追い付かず、恒常的に待機児童が発生しています。 

こうしたことを踏まえて、認可保育所等の定員増により子育て家庭が安

心して子どもを預けられる環境を整備するとともに、保育の無償化などに

よる安定したサービスの提供に取り組む必要があります。 

 

 

  

１ 保育所の待機児童を解消します。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

保育所の待機児童数 人 Ｒ４ ５０ ０ 

 

 

 

  

施策の方向性 

保育 
施策 

3 
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○座間市保育園整備計画 

 

  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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多様な変化の時代を生きる子どもたちが個々の特性を生かし共に育つ

教育を実践しています。 

学校教育を充実するために、児童生徒が安心して楽しく学校生活を送れ

る環境づくりに取り組む必要があります。 

 

 

  

１ 児童生徒が学校で楽しく生活できる環境づくりに努めます。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

学校生活が楽しいと思っ

ている児童生徒の割合 
％ Ｒ４ ８８ ９２ 

 

 

  

２ 地域とともにある学校づくりを目指します。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

地域の人々の理解と協力を

得た学校運営ができている

と感じる教職員の割合 

％ Ｒ４ ８９ ９３ 

地域の人々の理解と協力を

得た学校運営ができている

と感じる保護者の割合 

％ Ｒ４ ７９ ８３ 

 

 

 

 

  

施策の方向性 

施策 

４ 
義務教育 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○座間市教育大綱 

○豊かな心を育むひまわりプラン 

○学校教育指導計画 

 

  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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政策２ 地域の魅力を高め、にぎわいのあるまちづくり 
 

 

本市は伝統的な大凧まつりや夏の風物詩として定着したひまわりまつり等の地域資源と、市マ

スコットキャラクター「ざまりん」を効果的に活用してシティプロモーションを推進してきました。ま

た、平成２７年に施行した座間市市民協働推進条例に基づき、市民と行政が協働して地域課題に

対応してきました。さらに、本市は首都圏へのアクセスと消費地への近さという地の利が注目さ

れ、近年では大型商業施設や物流施設の立地が続いています。 

こうしたことを踏まえて、市民、団体、企業等の多様な主体との連携を通して、本市の地域資源

を活用したシティプロモーションを推進するとともに、本市の特長を最大限に活用した産業振興

を図りながら地域が一体となって主体的にその魅力を高め、にぎわいのあるまちづくりに取り組

みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域の魅力を高め、にぎわいのあるまちづくり 
 施策５：  地域の魅力向上 ４０ページ 

施策６：  市民協働 ４２ページ 

施策７：  産業振興 ４４ページ 

政
策
２ 
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自分の活動がまちづくりに 

貢献できていると思うと気持ち良いね！ 
 

市外の人と話すときは、 

いつも座間市の自慢をするよ 

仕事も買い物も市内でできるから、 

生活も充実している！ 

自由な時間を増やしたいから、

市内で働けるといいなぁ 

地域に貢献したいと思うけど、

きっかけが見つからない・・・ 

座間市を紹介するとき、 

いつも何を話そうか迷っちゃう 

現在と”未来”の市民の声 

現在 

未来 
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本市の総人口は近年増加している状況ですが、今後は、減少に転じると

見込んでいます。 

人口減少社会においても本市が持続的に発展するために、シティプロモ

ーションの推進や人々の交流を通じて活力あるまちづくりに取り組む必要

があります。 

 

 

  

１ 
シティプロモーションを推進し、郷土に対する愛着と誇りの醸成や地域資源の活用 

に取り組みます。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

座間市に愛着や誇りを持

っている市民の割合 
％  調査中 調査中 

特産品等認定数 件 Ｒ４ ２４ ３４ 

 

  

２ 関係人口や交流人口の拡大に取り組みます。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

入込観光客数 人 Ｒ３ １０９，７９０ ５１２，０００ 

ふるさと納税返礼品送付

件数 
件 R3 ２ １２，０００ 

 

 

 

 

 

  

施策の方向性 

施策 

５ 
地域の魅力向上 
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○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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本市では座間市市民協働推進条例及び座間市市民参加推進条例に基づ

き、少子高齢化や価値観の多様化等による地域コミュニティの希薄化や地

域活動の担い手の減少等の様々な地域課題に市民と行政が協働して対応

しています。 

自治会活動や地域コミュニティの活性化を図るためには、団体等の自主

的な活動を支援するとともに、市民、団体、企業等の多様な主体が連携・協

力し、市民の力を最大限に発揮できる環境づくりに取り組む必要がありま

す。 

 

  

１ 
市民等と行政が対等の立場で役割と責任を担い合い、協働してまちづくりを推進

します。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

協働事業数 件  調査中 調査中 

市民参加手続数 件 Ｒ３ ２４ ３０ 

 

  

２ 市民等が主体的に地域活動等を実践できるように支援します。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

コミュニティ施設利用者数 人 R3 153,858 ３１２，０００ 

地域活動に参加した人の

割合 
％ R1 ４９．６ ６０ 

 

 

  

施策の方向性 

施策 

６ 
市民協働 
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○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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本市は、道路や鉄道等の交通ネットワークにより首都圏へのアクセスの利

便性が高いことから、近年、大型商業施設や物流施設の立地が続き、生産

地と消費地が近いという特性を生かした都市農業としての利点を有してい

ます。 

一方で、各産業では、経営者や担い手の高齢化や後継者不足といった課

題にも直面しています。 

こうしたことを踏まえて、ものづくり産業や地元商店街、大型商業施設、

新鮮な地場農産物等、地域の特徴や地理的特性を生かし、働きやすい環境

によって人材を確保し、産業基盤の安定と強化に取り組む必要があります。 

 

  

１ 関係機関と連携し、商業及び工業の活性化を支援します。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

製造品出荷額 円 R1 ２８９，４９３ ２９３，８２８ 

商業事業所数 件 H28 １，３７４ １，４０８ 

 

  

２ 農地の規模拡大や地産地消の推進による農業経営の安定化を支援します。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

担い手への農地の集積面積 ha R3 １５ ３９ 

 

 

  

施策の方向性 

施策 

７ 
産業振興 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○人・農地プラン 

○創業支援等事業計画 

 

  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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政策３ 安全・安心で環境にやさしいまちづくり 
 

 

地球温暖化の進行に伴って、環境保全に関する様々な取組が行われ、市民の環境に対する意識

が高まっています。 

また、激甚化、頻発化する風水害やいつ発生するか分からない大規模地震などの災害に備え、

災害に強いまちであることが求められています。 

さらには、日常生活に密接に関わる交通安全や防犯などについても、市民は高い関心を示して

います。 

こうした安全なまちで安心して暮らし続けたいという市民の思いを踏まえて、地域における多

様な主体と連携して交通安全や防犯に対する意識を高め、自然災害の激甚化、頻発化に備えた体

制を整備するとともに、風水害の要因と考えられる地球温暖化対策として環境負荷を低減し、安

全・安心で暮らしやすいまちづくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

安全・安心で環境にやさしいまちづくり 
 施策８：  安全・安心な生活環境の整備 ４８ページ 

施策９：  防災・減災 ５０ページ 

施策１１： 資源循環の推進 ５４ページ 

施策１０： 地球温暖化対策の推進 ５２ページ 

政
策
３ 

施策１２： 消防力の強化 ５６ページ 
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これも大事な資源になるから、

ちゃんと分別しよう 

安全なまちだし、自分でも地震とか大雨

に備えているから、安心して暮らせる 

訓練を見学したり、参加したり、 

自分にも消防力がついたかな 

消防の知識って難しいし 

大変そうだから、消防に

関わるのは難しいなぁ 

これは燃やすごみかな？ 

わからないなぁ、どっちだろう？ 

最近は自然災害が多いし、 

規模も大きいから不安 

現在と”未来”の市民の声 

現在 

未来 
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交通安全や防犯、環境保全など日常生活における安全・安心に対する市

民の関心が高まっています。 

こうしたことを踏まえて、市民一人一人の意識を高め、地域における多様

な主体と連携しながら、交通安全や防犯、環境保全に取り組む必要があり

ます。 

 

 

  

１ 
交通安全や防犯に対する意識の向上を図るとともに、地域や警察、関係団体等 

と連携し、交通事故や犯罪の未然防止や抑止につながる取組を推進します。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

交通事故件数 件 R3 ３３４ ２１０ 

刑法犯罪件数 件 R3 ５２７ ４００ 

 

  

２ 環境保全の意識を高め、暮らしやすい生活環境を維持します。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

環境基準（地下水）の達成率 ％ R3 １００ １００ 

環境基準（騒音）の達成率 ％ R3 １００ １００ 

 

 

 

  

施策の方向性 

施策 

８ 
安全・安心な生活環境の整備

形成 
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○座間市地下水保全基本計画 

○座間市交通安全対策計画 

 

  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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近年、全国各地で激甚化、頻発化している自然災害により、甚大な風水害

の被害が発生しているほか、大規模地震の発生確率の上昇が懸念されるな

ど災害対策の重要性が増しています。 

こうしたことを踏まえて、いつ発生するか分からない災害に対して、自ら

の命は自ら守ることを念頭に置き、市民一人一人の自助、共助、公助に対す

る意識の醸成による地域防災力の強化や、発災による被害からの迅速な復

旧など災害に強いまちづくりに取り組む必要があります。 

 

 

  

１ 防災・減災に対する啓発や訓練により、地域防災力を強化します。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

緊急情報の受信登録率 ％ R4 １６．２ １００ 

防災訓練等実施率 ％ R3 １６．４ １００ 

 

 

  

２ 予測できない災害に備えて体制や基盤を整備し、災害対応力を強化します。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

自主防災組織設置率 ％ R3 ６８ １００ 

避難所運営委員会設置率 ％ R４ ７５ １００ 

 

 

 

  

施策の方向性 

施策 

９ 
防災・減災 
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○座間市地域防災計画 

○座間市業務継続計画 

○座間市国民保護計画 

 

  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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地球温暖化の進行に伴い、猛暑や豪雨等のリスクが高まっている状況を

受けて、本市は、２０５０年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す、「座

間市ゼロカーボンシティ宣言」を令和４年２月に行いました。 

本市のかけがえのない自然を後世に受け継ぐために、地球温暖化という

課題に真摯に向き合い、脱炭素社会の実現に取り組む必要があります。 

 

 

  

１ 廃棄物の減量を通じて、脱炭素社会の実現を目指します。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

二酸化炭素排出量 

（市域全体） 
t-CO2  調査中 調査中 

 

 

  

２ 再生可能エネルギーの導入を推進し、脱炭素社会の実現を目指します。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

〔再掲〕 

二酸化炭素排出量 

（市域全体） 

－ － － － 

 

 

 

 

 

  

施策の方向性 

施策 

１０ 
地球温暖化対策の推進 
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○座間市環境基本計画 

○座間市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

○座間市気候変動適応計画 

○一般廃棄物処理基本計画 

○大和高座ブロックごみ処理広域化実施計画 

  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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地球資源の枯渇を防ぐことは、喫緊の課題です。 

本市は循環型社会の形成を推進していることから、家庭や事業所で不要

となって排出されるものが資源としてきちんと分別され、効率良く収集・再

生される必要があります。 

また、環境と経済の好循環を実現するために、熱回収や発電といった環

境負荷を低減する取組とともに、高度な技術を取り入れながら一人一人の

意識や行動を高める必要があります。 

 

 

  

１ 資源物を有効活用します。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

（家庭系）総排出量に占め

る資源物量の割合 
％ R3 ３３ ４０ 

 

  

２ 資源物の適正な分別を促し、効率的な処理を行います。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

〔再掲〕 

（家庭系）総排出量に占め

る資源物量の割合 

－ － － － 

 

 

 

 

  

資源循環の推進 

施策の方向性 

施策 

１１ 
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○大和・高座地域循環型社会形成推進地域計画 

  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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市民の生命・財産を脅かす災害や事故はこれまで以上に大規模かつ複雑

化、多様化する傾向にあり、消防、救急業務を安定的かつ持続的に遂行し、

蘇生率を向上することが重要です。 

こうしたことを踏まえて、消防車両や資機材の整備、部隊の体制確保等

消防力の充実強化とともに、地域防災力の強化に取り組む必要がありま

す。 

 

 

  

１ 消防の責務を十分に果たすため、消防力の充実強化を図り消防施設等を整備しま

す。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

消防力の整備指針に基づ

く消防施設等の整備率 
％ R４ ９２．９ １００ 

 

  

２ 地域における安全・安心を確保するため、普通救命講習の実施や消防団員の強 

化を図ります。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

現場での応急手当の実施率 ％ R３ ５８ １００ 

消防団員の充足率 ％ R4 ８１．６ １００ 

 

  

消防力の強化 

施策の方向性 

施策 

１２ 
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○座間市消防計画  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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政策４ 健康に暮らせるまちづくり 
 

 

高齢化の進行や新型コロナウイルス感染症の拡大などにより市民の健康に対する意識は高ま

ってきています。 

また、生活習慣や働き方が変化し、身体だけではなく心の健康にまで、意識を向けるようになり

ました。 

こうしたことを踏まえて、健康寿命の延伸につながる各種健康診断を実施し、万が一の病気や

けがにいつでも対処できる医療体制を整備するとともに、市民が文化や生涯学習、スポーツに親

しみながら心身ともに良好な状態で日常を送れるまちづくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

健康に暮らせるまちづくり 
 施策１３： 健康医療 ６０ページ 

施策１４： スポーツ ６２ページ 

政
策
４ 

施策１５： 生涯学習・文化芸術 ６４ページ 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市のイベントに参加して、運動習慣が身についたよ 

座間市に住んで健康を意識するようになった！ 

毎年の健康診断も欠かさずに受けてる！ 

スポーツや文化に触れる機会が増えて、新し

い趣味もできたし、心も体も健康になったよ 

新しい趣味を持ちたいけど、 

見つからないんだよね 

運動習慣もなかなか身につかない 

健康面に不安はあるけど 

生活リズムを変えるのは難しい・・・ 

現在と”未来”の市民の声 

現在 

未来 
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高齢化の進行や生活習慣病の増加などにより、医療費の負担が増大して

いる状況において、誰もが心身ともに健康な生活を送れるように、一人一

人が自主的に行える健康づくりのための環境を整備することが重要です。 

健康寿命を延伸させるために、各種検（健）診及び休日夜間でも受診でき

る初期救急医療体制の充実等に取り組む必要があります。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大は、個人の健康のみならず、社会

経済に多大な影響を及ぼすことから、感染症に対する正しい知識や日常的

な予防対策についての普及啓発に取り組む必要があります。 

 

 

  

１ 
心身ともに健康な生活が送れるよう健康づくりの環境整備や各種検(健)診体制の

充実に努めます。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

がん検診受診件数 件 R３ １７，５３１ １８，３３６ 

救急医療が整備されてい

ると感じる市民の割合 
％  調査中 調査中 

 

 

 

 

 

 

  

健康医療 

施策の方向性 

施策 

１３ 
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○ざま健康なまちづくりプラン 

○ざま食育推進プラン 

  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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本市では、健やかでやすらぎに満ちた地域社会を目指して、健康なまち

づくりを進めています。 

市民が自主的に心身の健康を維持するために、スポーツ活動に対応でき

る環境を整備する必要があります。 

また、市民の自主的な活動の母体となるスポーツ団体等の活動を支援す

る必要があります。 

 

 

  

１ 市民や団体等が自主的に活動できるスポーツ環境づくりに取り組みます。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

施設稼働率 ％ R3 調査中 １００ 

各事業の参加者数 人 R3 ２，１８２ 調査中 

 

 

 

 

 

  

スポーツ 

施策の方向性 

施策 

１４ 
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○座間市スポーツ推進計画 

  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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本市では、いつでもどこでもだれでも学べ、市民文化の創造ができるま

ちを目指して支援を進めています。 

市民が心身の健康を維持し、豊かな人生を送ることができるように、学

習環境や文化芸術活動に取り組む環境を整備する必要があります。 

また、市民が自分の住むまちに親しみや誇りを持てるように、文化財や

郷土資料の保存活用・伝統文化の承継支援に取り組む必要があります。 

 

 

  

１ 市民がいつでもどこでもだれでも学べる環境づくりに取り組みます。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

図書等貸出資料数 点 R3 ９３９，７６３ ９６０，０００ 

生涯学習事業の参加者数 人 R3 １３，６２３ ８４，０００ 

 

  

２ 市民が文化芸術に親しむ環境づくりに取り組みます。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

文化芸術事業の参加者数 人 R3 ８，７７０ ３４，０００ 

 

  

３ 郷土博物館の設置に向けて取り組みます。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

史料の整理点数 点 R3 ２，７２９ １７，６００ 

 

  

生涯学習・文化芸術 

施策の方向性 

施策 

１５ 
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○座間市生涯学習プラン 

○座間市立図書館サービス計画 

○座間市子ども読書活動推進計画 

 

  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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本市は、これまで社会情勢の変化や高齢化の進行、障がい者をめぐる環境の変化等に対応する

ため、必要なサービスや支援を充実してきました。 

しかし、８０５０問題や、社会的孤立など、市民の生活課題は複雑化、多様化し、これまでのよう

な分野ごとの相談支援体制だけでは解決が難しくなっています。 

こうしたことを踏まえ、地域で支え合う仕組みづくりや、包括的な相談支援体制の構築など、誰

もが認め合い、支え合い、自分らしく暮らせるまちづくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

政策５ 共に認め合い、支え合うまちづくり 
 

共に認め合い、支え合うまちづくり 
 施策１６： 地域福祉 ６８ページ 

施策１７： 高齢者の支援 ７０ページ 

施策１９： 障がい者の支援 ７４ページ 

施策１８： 介護保険 ７２ページ 

政
策
５ 

施策２０： 生活困窮者の自立支援 ７６ページ 
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座間市はみんなで支え合う 

地域性があるから安心だよね 

あの場所に行けば楽しそうだな 

ちょっとしたことだけど、 

ここで相談してみようかな 

相談したいことがあるけど、

どこに言えばいいんだろう？ 

孤独や不安を感じるなぁ 

最近、外出の機会が減ったなぁ 

現在と”未来”の市民の声 

現在 

未来 
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一人暮らしの高齢者が増加し、地域コミュニティが希薄化する中で、誰も

が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるように地域の課題を

共有し、地域社会全体における支援体制の重要性が増しています。 

こうしたことを踏まえて、地域福祉を担う人材の確保、育成や、地域で活

動しやすい環境づくり等、地域の主体的な福祉活動を支援するとともに、地

域における信頼やきずなを育み、互いに見守り支え合う仕組みと専門機関

を含めた分野横断的な包括的相談支援体制を構築し、地域共生社会を実現

する必要があります。 

 

  

１ 権利擁護の充実・成年後見制度の利用促進に取り組みます。 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

成年後見制度利用支援事

業実施件数 
件 R３ ２１ ３０ 

 

  

２ 
地域の多様な主体が役割や特徴を最大限に発揮しながら、活動できるよう取り組

みます。 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

災害時避難行動要支援者

個別支援計画書策定率 
％ R３ ０ １００ 

地域福祉活動に参加して

いる市民の割合 
％ R1 ３６．１ ６０．７ 

 

  

３ 複雑化・多様化する課題に対し、包括的に支援できる仕組みをつくります。 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

支援計画作成件数 件 R３ ２４５ ２５０ 

 

地域福祉 

施策の方向性 

施策 

１６ 
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○座間市地域福祉計画 

  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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高齢化の進行に伴い、高齢単身世帯や高齢夫婦世帯が増加する中で、住

み慣れた地域での自立した日常生活に対する需要がますます高まっていま

す。 

こうしたことを踏まえて、高齢者がいつまでも自分らしく安心して暮らせ

るような生きがいづくり、介護予防等、日常生活を支え合う体制（地域包括

ケアシステム）の充実に取り組む必要があります。 

 

 

  

１ 関係機関や地域と連携し、高齢者が自立して生活できるように支援します。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

認知症サポーターの養成

者数（累計） 
人 R４ ６，１７１ ９，２００ 

生きがいを感じている高

齢者の割合 
％ R1 ８１．７ ９０．６ 

 

 

 

 

  

施策の方向性 

施策 

１７ 
高齢者の支援 
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○座間市高齢者保健福祉計画 

○座間市介護保険事業計画 

  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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高齢化の進行に伴い、介護保険における要介護等認定者が増加する中

で、要支援や要介護状態になっても住み慣れた地域や家庭で安心して生活

し続けられる体制（地域包括ケアシステム）の構築に対する需要がますます

高まっています。 

こうしたことを踏まえて、自宅や施設などの住環境の整備や介護サービ

スの充実、要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に向けて取り組む必要

があります。 

 

 

  

１ 超高齢社会を迎える中で、安定的で持続可能な介護保険事業の運営を行います。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

要介護状態等の維持・改

善率 
％ R３ ７０．２３ ７１ 

 

  

２ 
要介護者等が、本人の有する能力に応じて、日常生活を維持するために必要な介 

護サービスを提供します。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

〔再掲〕 

要介護状態等の維持・改

善率 

－ － － － 

 

 

  

施策の方向性 

施策 

１８ 
介護保険 
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○座間市高齢者保健福祉計画 

○座間市介護保険事業計画 

  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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近年、国の制度改正に伴う障がい福祉サービスの充実により、サービス

利用者が増加し、社会参加が促進されています。一方で、障がいの重度化

や介護者の高齢化等、家族や障がいのある人を取り巻く環境は大きく変化

しています。 

こうしたことを踏まえて、障がい等に関する理解、乳幼児期からの切れ目

のない支援、誰もが住み慣れた地域で自らの望む生活を送るためのサービ

スを提供できる体制の充実といった障がいのある人の自立及び社会参加

の支援などを推進し、安全で安心して暮らせる環境づくりに取り組む必要

があります。 

 

 

  

１ 関係機関や地域と連携し、障がい者が自立して生活できるように支援します。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

施設入所者の地域生活移

行者数 
人 R３ ０ ５ 

 

 

  

２ 障がいに対する理解の普及啓発を行います。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

〔再掲〕 

施設入所者の地域生活移

行者数 

－ － － － 

相談支援の満足度 ％ R1 ７３ ７８ 

 

 

  

施策の方向性 

施策 

１９ 
障がい者の支援 
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○座間市障害者計画 障害福祉計画・障害児福祉計画 

  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 



76 

 

 

 

生活困窮者に対しては一人一人に応じた課題の解決に取り組んでいます

が、近年の社会情勢の変化に伴い、生活困窮に至る要因が複雑化、多様化

しています。 

こうしたことを踏まえて、包括的な支援と生活保護制度の利用により生

活の保障と自立に向けた支援に取り組む必要があります。 

 

 

  

１ 生活保護世帯や生活困窮者の自立を支援し、生活の安定に努めます。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

新規就労者数 人 R３ ５３ ５８ 

 

 

 

 

 

 

  

生活困窮者の自立支援 
 

施策の方向性 

施策 

２０ 
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○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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政策６ 緑あふれる快適なまちづくり 
 

 

本市は都心近郊にありながら緑豊かな環境に恵まれています。近年ではその立地条件の優位

性が注目され、物流施設の建設が続いています。一方で、高齢化の進行に伴い、日常生活におい

て商業施設や駅周辺への移動が困難ないわゆる交通弱者が増えています。そうした市民に配慮し

た日常生活を快適に送れる地域公共交通を整備する必要があります。 

こうしたことを踏まえて、自然と調和した都市基盤施設を維持し、快適に暮らせるまちづくりに

取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

緑あふれる快適なまちづくり 
 施策２１： 都市計画 ８０ページ 

施策２２： 市街地整備 ８２ページ 

施策２４： 道路 ８６ページ 

施策２３： 公園緑政 ８４ページ 

政
策
６ 

施策２５： 上下水道 ８８ページ 
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どこの公園行っても快適で過ごしやすいね！ 

昔と変わらず緑が多いし、景観が良いね！ 

ここの道路は渋滞が少なくなったよね 

ここの道路は 

いつも渋滞していて困るなぁ 

公園行きたいけど、

どうしようかなぁ 

大切な自然環境、 

ずっと残してほしいなぁ 

現在と”未来”の市民の声 

現在 

未来 
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少子高齢化の進行に伴い、都市機能に対する市民の要望も大きく変化し

ています。 

誰もが安全・快適に暮らすことができるように、良好な都市環境や景観

の保全・創出等、計画的なまちづくりに取り組む必要があるとともに、公共

交通ネットワークの維持及び輸送力の向上に取り組む必要があります。 

 

 

  

１ 地域特性に配慮した土地利用とともに、良好な景観を形成します。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

景観重要公共施設の指定数 件 R４ ６ １３ 

 

 

  

２ 公共交通ネットワークの維持及び輸送力の向上を図ります。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

コミュニティバスの利用者数 人 R３ １３６，５４２ １４２，９８５ 

 

 

 

 

 

  

施策の方向性 

施策 

2１ 
都市計画 
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○座間市都市マスタープラン 

○座間市景観計画 

○座間市総合都市交通計画 

  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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本市は、駅周辺地区や公共施設が集積している地区に地域拠点としての

市街地を計画的に整備し、安全で快適なまちづくりに取り組んでいます。 

今後も、市民生活の利便性や快適性を向上していくために、再開発事業

を推進し、良好な市街地環境の形成に取り組む必要があります。 

また、空き家対策、市営住宅の管理等の住宅政策を展開し、安全で快適

なまちづくりに取り組む必要があります。 

 

 

  

１ 良好な市街地環境の形成に取り組みます。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

管理不全な状態の空き家

の数 
件 R２ １０１ ０ 

再開発事業数 事業 R3 ４ ５ 

 

 

 

 

 

 

  

市街地整備 

施策の方向性 

施策 

2２ 
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○座間市都市マスタープラン 

○座間市景観計画 

○座間市総合都市交通計画 

○座間市市営住宅管理計画 

  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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相模が丘仲よし小道の緑道整備を行い、市民、ＮＰＯ法人との協働による

質の高い住環境づくり、地域振興が実現しています。また、キャンプ座間返

還跡地にスカイグリーンパークの開園等、本市の緑を生かしたまちづくりに

取り組んでいます。 

今後も、良好な樹林地等の保全を進め、緑あふれる快適な街並みを目指

し、市民との協働による公園の維持管理等に取り組む必要があります。 

 

 

  

１ 
市民との協働による公園、広場等の整備、維持管理を行うとともに、緑地、樹林 

地等の保全に努めます。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

一人当たりの都市公園面積 ㎡ R４ ５．０８ ５．１７ 

市民等による公園等の維持

管理団体数 
団体 R４ ３１ ３９ 

 

 

 

 

  

公園緑政 

施策の方向性 

施策 

2３ 
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○座間市緑の基本計画 

  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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市内では、交通渋滞の発生、狭あいな道路等、道路環境には多くの課題

があります。 

こうしたことを踏まえて、利便性の高い快適な道路環境となるよう、広域

的な体系に基づく都市計画道路とともに、市民の日常生活に不可欠な道路

等の整備や適切な維持管理に取り組む必要があります。 

 

 

  

１ 安全で快適な道路の整備、維持管理に取り組みます。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

都市計画道路の整備率 ％ R３ ５４．６ ７０．５ 

橋りょう修繕率 ％ R４ ２２．２ １００ 

 

 

 

 

  

道路 

施策の方向性 

施策 

2４ 
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○座間市橋りょう長寿命化修繕計画 

  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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本市は、地下水を主な水源とする安全でおいしい水道水を提供するとと

もに、計画的な公共下水道の整備を進めています。 

今後も、安全で快適な上水道、公共下水道サービスを提供する必要があ

ります。 

 

 

  

１ 水道水を安定的に供給するとともに、次世代へおいしい座間の水をつなぎます。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

配水管布設替工事延長 km R３ ３．３ ２６．４ 

 

  

２ 公共下水道の整備に取り組みます。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

公共下水道（汚水）接続率 ％ R３ ９７．３ １００ 

 

 

 

 

  

上下水道 

施策の方向性 

施策 

2５ 
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○座間市水道事業経営プラン（水道事業ビジョン） 

○公共下水道中期ビジョン 

○座間市水道事業経営戦略 

○座間市公共下水道事業経営戦略 

  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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政策７ 持続可能な行財政運営 
 

 

本市は総合計画に掲げる目指すまちの姿を具現化した実施計画に基づき、行財政運営を行っ

てきました。その過程においては、新型コロナウイルス感染症の拡大や突発的な自然災害の発災

などの予期せぬ地域課題もありましたが、その都度、柔軟かつ迅速に対応してきました。 

また、今後は公共施設再整備計画に基づく老朽化施設の大規模改修や複合化など新たな事業

に取り組むことになり、これには多額の支出を伴います。 

こうしたことを踏まえて、本市全体のバランスと将来に鑑み、時代のニーズに適応した事業の必

要性や優先度、費用対効果を精査し、持続可能な行財政運営に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

持続可能な行財政運営 
  施策２６： 行政経営 ９２ページ 

施策２７： 情報発信 ９４ページ 

政
策
７ 

施策２８： 基地政策 ９６ページ 

施策２９： デジタル化推進 ９８ページ 

施策３０： 多様性社会への対応 １００ページ 

施策３１： 財政運営 １０２ページ 

施策３２： ファシリティマネジメントの推進 １０４ページ 
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まちづくりに参加して、 

座間市のことがもっと好きになった！ 

市役所行かなくても手続きができて便利だね 

税金がどのように使われているか 

よくわかるし、公共施設も使いやすくなった 

ここの施設、老朽化しているけど、

整備にはお金かかるみたいだね 

座間市ってどんなまちを

目指しているのかな？ 

手続きしたいけど、複雑だし、 

市役所行くのが面倒だなぁ 

現在と”未来”の市民の声 

現在 

未来 
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本市は、少子高齢化が進行し、今後は総人口が減少していくと見込んで

います。また、市民ニーズの複雑化、多様化等、本市を取り巻く環境は刻々

と変化しています。 

こうしたことを踏まえて、ざま未来プランで掲げた目指すまちの姿を実

現するための七つの政策を達成するため、持続可能な行政経営を行う必要

があります。 

 

 

  

１ 多様な主体と連携、協力しながら持続可能な行政経営を行います。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

全まちづくり指標の平均

達成率 
％ － － １００ 

 

 

 

 

 

 

  

行政経営 

施策の方向性 

施策 

2６ 
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○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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情報化社会の進展に伴い、従前からの広報媒体に加え各種デジタル媒体

を活用して情報を発信することが重要です。 

市民に対し、平等で、分かりやすい情報発信を行い、本市施策、市民サー

ビス、イベント情報等を適時、正確に伝える必要があります。 

 

 

  

１ 多様な媒体を活用し、迅速かつ正確で分かりやすい情報発信を行います。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

市ホームページの閲覧件数 件 R3 ７，９８２，４４６ ５，０００，０００ 

 

 

 

 

 

 

  

情報発信 

施策の方向性 

施策 

2７ 
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○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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基地は、外交、防衛に関わる事項であり、日米両国間で適切な対応を行う

ものであると捉えています。 

基地の存在による市民の負担を軽減するために、要望活動等を通じて覚

書（平成２９年）の履行や地域の実情等への理解を本市が求める必要があり

ます。 

 

 

  

１ キャンプ座間の整理、縮小、返還及び負担軽減策等の推進を求めます。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

要望活動の回数 回 R3 １４ ０ 

 

 

  

２ 
厚木基地において空母艦載機着陸訓練等の激しい騒音を伴う訓練が行われな 

いよう求めます。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

〔再掲〕 

要望活動の回数 
－ － － － 

 

 

 

 

 

 

  

基地政策 

施策の方向性 

施策 

2８ 
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○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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経済や社会のデジタル化の進展に伴い、市民ニーズの多様化やデジタル

技術の発展による社会変革が進み、今後もそのスピードが加速することが

見込まれます。 

こうしたことを踏まえて、市民サービスの向上や行政事務の効率化を図

るため、積極的にデジタル化を進める必要があります。 

 

 

  

１ デジタル化を推進します。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

オンライン手続件数 項目 R４ ６０ １００ 

 

 

 

 

 

 

  

デジタル化推進 

施策の方向性 

施策 

２９ 
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○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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性別、国籍、人種、年齢等に関わらず、多様性を認め合う社会に対する市

民の関心が高まっています。 

こうしたことを踏まえて、差別や偏見をなくし多様な文化の違いを認め

ながら、誰もが等しく活躍できる社会の実現に向けて啓発活動に取り組む

とともに、関係機関等との連携を深めながら、相談体制の充実に取り組む

必要があります。 

 

 

  

１ 誰もが個性や能力を発揮して活躍できる社会の実現に向けて取り組みます。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

審議会等の女性委員の割合 ％ R３ ３８ ５０ 

人権講演会や研修会への参

加者数 
人  調査中 調査中 

 

 

 

 

  

多様性社会への対応 

施策の方向性 

施策 

３０ 
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○ざま男女共同参画プラン 

  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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本市は、総合計画の各施策を具現化した実施計画と連動した当初予算編

成を行っています。 

人口減少社会においても、社会情勢の変化に伴い、複雑化、多様化する

市民ニーズに対応するために、財源の確保を努めるとともに、限りある財

源を効率的に配分し、最少の経費で最大の効果を生み出す財政運営を行う

必要があります。 

 

 

  

１ 
中長期的展望に立った財政見通しの下、社会情勢や実施計画と連動し、複雑化、多

様化する市民ニーズに対応した効率的な予算編成に努めます。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

経常収支比率 ％ R２ ９８ ８０ 

 

 

 

 

 

 

  

財政運営 

施策の方向性 

施策 

3１ 
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○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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本市は、核づくり計画に基づき建設した公共施設を始め、老朽化した施

設を一斉に大規模修繕しなければならない時期を迎えています。 

こうしたことを踏まえて、公共施設再整備計画等に基づき、公共施設の

長寿命化や建替、複合化等、本市の将来を見据えて、良質な資産を次世代

に継承する必要があります。 

 

 

  

１ 良質な資産を次世代に継承します。 

 

まちづくり指標 単位 基準値 目標値 

公共施設再整備計画進捗率 ％  調査中 １００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ファシリティマネジメントの推進 

施策の方向性 

施策 

3２ 
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○公共施設再整備計画 

  

 

 

 

○取組内容を記載 

対象…対象者を記載 

 

 

 

 

調査中 

取組の具体的事例 

関連個別計画 

写真、イラスト等 
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第８章 まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 

１ 総合戦略の概要 
 

国は、平成２６年に「まち・ひと・しごと創生法」を制定して以降、人口減少克服と地方創生に資す

る取組を加速してきました。 

これを受けて、本市は、平成２８年に「座間市まち・ひと・しごと創生総合戦略」、令和２年に「第２期

座間市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、総合戦略を分野横断的に取り組む戦略的ビジョ

ンとして位置付け、人口減少克服と地方創生に資する取組を重点的に推進してきました。 

また、総合戦略は、総合計画に連動しながら地方創生の充実、強化に資する取組に特化した計画

という性格を有し、総合計画策定に当たっては、これまでの地方創生の取組と整合を図ることが重

要です。 

そこで、ざま未来プランは、新たな施策体系に基づく分野横断的な取組の目標や視点と、本市が

これまで人口減少克服と地方創生として取り組んできた総合戦略の趣旨が重複することから、本市

の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を兼ねるものとし、分野横断的な取組を重点的に展開すること

により、息の長い取組として地方創生を推進します。 

 

  



107 

２ 基本目標と関連施策 

   

分野横断的な取組に当たっては、これまで総合戦略で定めてきた四つの基本目標を継承し、それ

ぞれの基本目標に特に資する施策を抽出し、各目標を形成する施策において必要な取組を推進しま

す。 

 

 

 

 

湧水や自然、歴史、駅が多いまち（交通結節点が多いまち）といった本市の特性を生かしなが

ら、郷土愛を育み、ずっと住みたくなるまちを目指します。 

 

 

 

 

本市のものづくりの技術や商工業の特性を活かし、経営基盤強化や人材育成支援、生活支援

の充実を図り、本市を支える経済基盤を拡大します。 

 

 

 

 

子どもを安心して楽しみながら産み育てることができる環境づくりを進め、郷土愛を育みな

がら家族や地域との「絆」を深めていきます。 

 

 

 

 

 

安全・安心な本市のイメージを高めるために、医療体制や危機管理体制の充実を図り、 人材

という知恵と資産を守っていきます。 

  

みらいを担う世代のすこやかな育成を目指して 

～若い世代の結婚・出産・子育て～ 

基本目標３ 

Ｍ 

あんぜん・安心な地域づくりを目指して 

～時代に合った地域づくり・地域間の連携～ Ａ 
基本目標４ 

ずっと住みたくなるまちを目指して 

～郷土愛の醸成と定住の促進～ Ｚ 
基本目標１ 

あしたを創る地域産業の活性化を目指して 

～雇用の創出と企業活動の支援～ Ａ 
基本目標２ 
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施策 基本目標１ 基本目標２ 基本目標３ 基本目標４ 

１ 子育て世代包括支援   ○  

２ 子どもたちの健全育成   ○  

３ 保育   ○  

４ 義務教育 ○  ○  

５ 地域の魅力向上 ○ ○   

６ 市民協働 ○   ○ 

７ 産業振興  ○   

８ 安全・安心な生活環境の整備    ○ 

９ 防災・減災    ○ 

10 地球温暖化対策の推進 ○   ○ 

11 資源循環の推進 ○   ○ 

12 消防力の強化    ○ 

13 健康医療    ○ 

14 スポーツ ○   ○ 

15 生涯学習・文化芸術 ○   ○ 

16 地域福祉    ○ 

17 高齢者の支援  ○  ○ 

18 介護保険    ○ 

19 障がい者の支援  ○  ○ 

20 生活困窮者の自立支援  ○   

21 都市計画 ○    

22 市街地整備 ○    

23 公園緑政 ○   ○ 

24 道路 ○   ○ 

25 上下水道 ○   ○ 

26 行政経営 ※     

27 情報発信 ※     

28 基地政策     

29 デジタル化推進 ※     

30 多様性社会への対応  ○ ○  

31 財政運営 ※     

3２ ファシリティマネジメントの推進    ○ 

  ※行財政運営の基盤として、全ての基本目標に関わる施策です。 

基本目標と関連施策 
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第９章 国土強靱化地域計画 

 

１ 計画の概要 
 

（１） 国土強靱化地域計画とは  

平成２３年に発生した東日本大震災の経験を踏まえ、平成２５年１２月に「強くしなやかな国民生

活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」（以下「基本法」という。）が公布・

施行され、平成２６年６月に国土強靱化基本計画（以下「基本計画」という。）が閣議決定されまし

た。 

国土強靱化とは、災害の発生の度に甚大な被害を受け、その都度、長期間をかけて復旧及び復

興を図るといった事後対策の繰り返しを避け、いかなる災害等が発生しようとも最悪な事態に陥

ることが避けられるような強さとしなやかさを持った安全で安心な社会を平時から作り上げてい

こうとするものです。 

このような国の動きに併せて、神奈川県は、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するための指針となる「神奈川県国土強靱化地域計画（平成２９年３月）」（以下「県地域計画」と

いう。）を策定しました。 

これらの国、県の動きを受け、本市においても、都心南部直下地震や南海トラフ巨大地震等の

大規模地震の発生や、激甚化する台風、局所的な集中豪雨等による河川氾濫、土砂災害等の大規

模自然災害が発生した場合でも機能不全に陥らず、市民の生命及び財産を守れるよう、本市の強

靱化に関する指針として策定するものが、座間市国土強靱化地域計画（以下「市地域計画」とい

う。）です。 

 

（２） 計画の位置付け・構成  

本市では、総合的かつ計画的に市政の運営を図るための最上位計画である、ざま未来プランと、

基本法第１３条に基づく市地域計画を一体的に策定及び推進します。 

なお、本章では、市地域計画における基本的な考え方を定めることとし、国土強靱化を進める

ための方向性や具体的な取組内容は、ざま未来プランの基本構想を具現化するための事業計画

である実施計画と併せて、市地域計画として策定します。 

 

 

 

 

 

 

国・県計画との関連 
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２ 基本的な考え方 
 

（１） 目標の設定  

基本法第１４条では、市地域計画は、基本計画との調和が保たれたものでなければならないと

規定されています。 

本市の国土強靭化を推進するに当たっては、基本計画及び県地域計画を踏まえ、基本目標及び

基本目標を達成するために必要な事前に備えるべき目標を次のとおり定めます。 

 

【基本目標】 

１．人命の保護が最大限図られること 

２．市域の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

３．市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

４．迅速な復旧復興 

 

 

【事前に備えるべき目標】 

① 直接死を最大限防ぐ 

② 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難 

生活環境を確実に確保する 

③ 必要不可欠な行政機能は確保する 

④ 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

⑤ 経済活動を機能不全に陥らせない 

⑥ ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に 

留めるとともに、早期に復旧させる 

⑦ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

⑧ 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 
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（２） 想定する大規模自然災害 

都心南部直下地震、南海トラフ巨大地震等の地震災害は近い将来に発生する可能性があると

されています。 

また、市域には、相模川、目久尻川、鳩川が流れ、それぞれ氾濫した場合には浸水を想定してい

ます。 

 

 

想定地震名 
モーメント 

マグニチュード※ 
市内の最小震度 市内の最大震度 

都心南部直下地震 7.3 震度6弱 震度 6強 

三浦半島断層群の地震 7.0 震度5強 震度 6弱 

神奈川県西部地震 6.7 震度4 震度 5弱 

東海地震 8.0 震度5弱 震度 5強 

南海トラフ巨大地震 9.0 震度5弱 震度 5強 

大正型関東地震 8.2 震度6強 震度 6強 

※モーメントマグニチュード：地下の岩盤のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）をも 

とにして計算したマグニチュード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：座間市防災ハザードマップ  

想定地震 

洪水浸水想定 
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（３） リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）の設定  

本市では、基本計画及び県地域計画を踏まえ、事前に備えるべき八つの目標と関連付けた３３

のリスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）を設定します。 

 

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態 

1 直接死を最大限防

ぐ 

1-1 住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数が集まる

施設の倒壊による多数の死傷者の発生 

1-2 密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による多

数の死傷者の発生 

1-3 突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者

の発生 

1-4 大規模な火山噴火・土砂災害等による多数の死傷者の発生 

2 救助・救急、医療活

動が迅速に行われ

るとともに、被災者

等の健康・避難生活

環境を確実に確保

する  

2-1 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギ

ー供給の停止 

2-2 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対

的不足 

2-3 想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱 

2-4 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネル

ギー供給の途絶による医療機能の麻痺 

2-5 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

2-6 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康

状態の悪化・死者の発生 

3 必要不可欠な行政

機能は確保する  

3-1 被災による司法機能、警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社

会の混乱 

3-2 地方行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

4 必要不可欠な情報

通信機能・情報サー

ビスは確保する 

4-1 防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止 

4-2 テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達でき

ない事態 

4-3 災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達がで

きず、避難行動や救助・支援が遅れる事態 

5 経済活動を機能不

全に陥らせない 

5-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による国際競争

力の低下 

5-2 エネルギー供給の停止による、社会経済活動・サプライチェーンの維

持への甚大な影響 

5-3 太平洋ベルト地帯の幹線が分断するなど、基幹的交通ネットワークの

機能停止による物流・人流への甚大な影響 

5-4 食料等の安定供給の停滞 
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事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態 

6 ライフライン、燃料

供給関連施設、交通

ネットワーク等の被

害を最小限に留め

るとともに、早期に

復旧させる 

6-1 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供給、石

油・LPガスサプライチェーン等の長期間にわたる機能の停止 

6-2 上水道等の長期間にわたる供給停止 

6-3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

6-4 基幹的交通から地域交通網まで、陸海空の交通インフラの長期間に

わたる機能停止 

6-5 防災インフラの長期間にわたる機能不全 

7 制御不能な複合災

害・二次災害を発生

させない 

7-1 地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

7-2 沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞、地下構造物の倒壊等に伴う陥没

による交通麻痺 

7-3 有害物質の大規模拡散・流出による国土の荒廃 

7-4 農地・森林等の被害による国土の荒廃 

8 社会・経済が迅速か

つ従前より強靱な

姿で復興できる条

件を整備する 

8-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる

事態 

8-2 復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、労働者、地域に精通

した技術者等）の不足、より良い復興に向けたビジョンの欠如等によ

り復興できなくなる事態 

8-3 広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復

興が大幅に遅れる事態 

8-4 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による

有形・無形の文化の衰退・損失 

8-5 事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興

が大幅に遅れる事態 
 

（４） 施策分野  

起きてはならない最悪の事態を回避するための施策の分野として、県地域計画との調和を保

ちながら、ざま未来プランの政策体系に合わせた七つの個別施策分野と、一つの横断的分野を設

定します。 

項目 分野 政策 

個別施策 

分野 

子ども・子育て、教育 共に学び、健やかに育つまちづくり 

産業、経済 地域の魅力を高め、にぎわいのあるまちづくり 

防災、環境、資源循環 安全・安心で環境にやさしいまちづくり 

健康、医療 健康に暮らせるまちづくり 

福祉 共に認め合い、支え合うまちづくり 

住宅、都市、交通、土地利用 緑あふれる快適なまちづくり 

行政機能 行財政運営 

項目 分野 概要 

横断的分野 リスクコミュニケーション 市民と行政の双方向のコミュニケーション 
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第１０章 資料編 

 

１ データ集 
※グラフ中の構成比は、四捨五入の関係で合計が１００％にならない場合があります。 

 

 

（１） 人口・世帯数の推移・推計  
 

近年の人口推移をみると、全国的には減少傾向にある中、本市の人口はやや増加傾向で推移し

ています。直近では、平成２７年から令和２年にかけて増加し、令和２年は１３２，３２５人となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人口・世帯数の推移 

出典：国勢調査 

人口 

出典：国勢調査 
125,694 128,174 129,436 128,737 132,325

49,357 51,765 53,977 55,910
60,257

2.55
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2.20
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2.40

2.50
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2.70

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

（人・世帯）

人口 世帯数 世帯人員

（人／世帯）
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（２） 年齢別人口の推移 
 

年齢別人口の推移をみると、少子高齢化の進行による影響を受け、年少・生産年齢人口が減少

している一方で、老年人口は増加していて、今後も同様の傾向が続くと推計しています。 

また、１歳階級ごとの人口推移をみると、特に４５～５２歳、７０～７２歳の年代が増加していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18,964 17,967 16,939 15,477 14,957 13,887 12,787

92,668 90,428 87,448
81,751 80,388 80,499 78,413

13,667 19,387 25,049
30,216 33,638 34,497 35,444

125,694 128,174 129,436 128,737 132,325 132,225 129,986

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Ｈ１２ Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７ Ｒ２ Ｒ７ Ｒ１７

（人）

老 年 人 口

（65歳以上）

生産年齢人口

（15～64歳）

年 少 人 口

（ 0～14歳）

総人口

推計値実績値

年齢別人口の推移 

出典：実績値：国勢調査（総人口には年齢不詳を含む。） 

推計値：独自推計（総人口には年齢不詳を含む。） 

１歳階級ごとの人口推移 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98

1
00
以
上

Ｈ２２ Ｒ２（人）

※国勢調査をもとに算出 

R１２ 
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（３） 人口動態 
人口動態のうち、転入・転出の社会増減をみると、平成２６年は５３６人の社会減となっていまし

たが、その後増加傾向に転じ、令和元年には１，０６５人の増となりました。 

また、本市は流入人口より流出人口の方が多いため、昼夜間人口比率が１００％を下回ってい

ますが、その比率は上昇傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

125,299 127,782 129,436 128,737 132,325

98,427
103,284 105,453 107,720

116,203

78.6%

80.8%
81.5%

83.7%

87.8%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Ｈ１２ Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７ Ｒ２

（人）
夜間人口 昼間人口 昼夜間人口比率

83 
1 

-89 -51 
-126 -140 -196 

-322 -315 

309 

-272 

-536 

-265 

135 

574 
641 

1,065 

463 

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２

（人）

自然動態＜青字＞

（出生-死亡）

社会動態＜赤字＞

（転入-転出）

人口動態 

出典：座間市統計要覧 

昼間人口・夜間人口の推移 

出典：国勢調査 



117 

 

 

（１） 歳入・歳出の推移 
令和２年度の一般会計決算は、歳入が５９２億円、歳出が５７５億円であり、令和元年度と比較し

て大幅に増加しました。平成２７年度から令和元年度までは、４００億円を超える規模で推移して

います。 

歳入における自主財源の根幹である地方税の割合は、平成２２年度の４９％から令和元年度の

４５％へと減少しました。 

一方、性質別歳出における扶助費の割合は、平成２２年度の２８％から令和元年度の３２％へと

増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36,041,057

35,545,912

35,873,934
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37,218,333
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36,597,791
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43,692,890
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42,672,991
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（千円）

歳入決算額の推移 

歳出決算額の推移 

財政 
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（2） 財政指標の推移 
財政力指数は、令和２年度が０．９０であり、近年は０．９前後で推移しています。 

経常収支比率は、令和２年度が９７．７％であり、近年は９０％を超える値で推移しています。 

一方、公債費比率は、令和２年度が３．２であり、近年は横ばい傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
90.5

92.2
91.6

91.9

88.3

96.8

90.6

97.6

94.8
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10.6
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4.1

3.0 2.9 3.2
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Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２

（％）
経常収支比率 公債費比率 （％）
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0.88 0.88

0.89 0.89

0.90 0.90

0.91

0.85

0.86

0.87

0.88
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Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２

【用語説明】 

財政力指数 …財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去 3年間 

の平均値。本指数が高いほど財政力が高いと判断される。 

 

経常収支比率…財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経 

常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税 

を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)、減収補塡債特例分及 

び臨時財政対策債の合計額に占める割合。本比率が低いほど財政構造の弾力性が高いと 

される。 

 

公債費比率 …公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、公債費に充当された一般財源 

の一般財源総額に対する割合。本比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいるとさ 

れる。 

財政力指数の推移 

経常収支比率、公債費比率の推移 
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（１） 土地利用区分 
地目別土地利用面積は、令和３年に宅地が６９．５％、畑が１１．３％、田が７．１％であり、平成１５

年以降、宅地は５．５ポイント増加、畑と田はそれぞれ２．１ポイント、０．５ポイント減少し、緩やかで

はあるが都市化が進行しています。 

本市は都市計画法に基づく区域区分制度を運用し、市街化区域が７１．３％、市街化調整区域が

２８．７％であり、約３割弱の市街化調整区域が残されています。市街化区域内における用途地域

の指定状況をみると、住居系の用途地域が市域面積全体の５２．２％、工業系が１６．１％、商業系

が３．０％を占めています。 

 

 

 

Ｈ１５  Ｒ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１種低層住居

専用地域, 17.6%

第1種中高層住居

専用地域, 17.2%

第１種住居地域, 

15.9%

第2種住居地域, 

0.9%準住居地域, 

0.6%

近隣商業地域, 2.3%

商業地域, 0.7%

準工業地域, 4.3%

工業地域, 7.1%

工業専用地域, 4.7%

市街化調整区域, 

28.7%

地目別土地利用面積 

市街化区域・市街化調整区域別面積の割合 

田, 

7.6%

畑, 13.4%

宅地, 64.0%

山林, 4.1%

原野, 0.6%
雑種地, 

10.3%

田, 

7.1%

畑, 11.3%

宅地, 69.5%

山林, 2.6%

原野, 0.3%

雑種地, 

9.3%

（各年１月現在） 

土地利用・交通 
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（２） 土地利用動向 
平成１８年と平成２８年の土地利用動向を比較すると、特に市街化区域内で建物用途への変更

が進みました。 

 

 

≪土地利用現況（平成２８年３月末日時点）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪土地利用動向（１００ｍメッシュ）（平成１８年～２８年の動向）≫ 

 

 

 

 

 

  

土地利用の動向 

出典：都市計画基礎調査 

出典：国土数値情報 
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（3） 公共交通の利用動向 
鉄道駅の１日平均乗車人員をみると、小田急相模原駅が最も多く、１日平均２８，０００～２９，０

００人程度の推移でした。相武台前駅は増加傾向、さがみ野駅及び座間駅は減少傾向で推移し、

令和２年には新型コロナの影響で大幅に減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4） コミュニティバスの利用動向 
コミュニティバスの１日平均利用者数をみると、平成３０年度にピークを迎えました。新型コロナ

ウイルス感染症の影響で令和２年度は大幅に減少したものの、令和３年度には再び増加に転じま

した。 
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7,893

18,987 19,075 19,440 19,198 19,406 19,680 20,179 20,190 20,171

14,858

27,386 27,969 28,626 27,978 28,330 28,234 28,430 28,943 28,919

21,894
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14,413
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（人） 座間駅 相武台前駅 小田急相模原駅 相模鉄道さがみ野駅

鉄道各駅１日平均乗車人員の推移 

出典：小田急電鉄㈱、相模鉄道㈱調 

コミュニティバスの１日平均利用者数の推移 
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（１） 就業人口 
就業人口は、平成２７年に５８，２９１人となり、減少傾向にあります。 

産業別にみると、第１次産業は３５５人（０．６％）、第２次産業は１３，４０６人（２３．０％）、第３次

産業は４０，６８８人（６９．８％）でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

出典：国勢調査 

  

産業別就業人口の推移 
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分類不能 第３次産業 第２次産業 第１次産業

1.6% 3.4% 5.7% 6.6% 3.2%

68.0% 69.1% 69.8% 69.8% 74.5%

29.8% 26.9% 23.9% 23.0% 21.7%

0.6% 0.7%
0.6% 0.6% 0.5%
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（人）

第１次産業 第２次産業 第３次産業 分類不能

【用語説明】 

第１次産業…農業・林業・漁業など 

第２次産業…鉱業・建設業・製造業など 

第３次産業…卸売業・小売業・情報通信業・金融業・不動産業・その他サービス業など 

産業 
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（２） 農業 
農家数は、令和２年に２６７戸となり、平成２２年の３４０戸から、１０年間で７３戸の減少となり

ました。経営耕地面積も１１９ｈａから９８ｈａへと２１ｈａの減少となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 事業所・企業 
市内事業所数は、最近１０年は３，２００～３，６００事業所程度で推移しています。平成２８年度

時点で、卸売業・小売業の割合が多く、卸売業・小売業の市内事業所数は２０．８％を占めました。 
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200.0

0
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Ｈ１２ Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７ Ｒ２

（ｈａ）（戸）

専業農家（戸） 兼業農家 販売農家

自給的農家（戸） 経営耕地面積（ha）

農家数及び経営耕地面積の推移（各年 2月 1日） 

出典：農林業センサス（令和 2年は概数値、専兼別の集計は無い。） 

農林漁業, 0.2%

建設業 , 

11.9%

製造業 , 7.8%
情報通信業, 0.8%

運輸業、郵便

業, 3.1%

卸売業、小売業 , 

20.8%

金融業、保険業 , 1.0%

不動産業、物品賃貸業 , 11.3%

学術研究、専門・技術サービス業 , 

3.7%

宿泊業、飲食サービス業, 

12.0%

生活関連サービス業、

娯楽業, 9.8%

教育、学習支援業, 

3.4%

医療、福祉, 8.9%

複合サービス事業 , 0.3%

サービス業（他に分

類されないもの）, 

5.0%

出典：事業所・企業統計調査結果、経済センサス 

事業所数の推移 事業所数構成比（平成 28年） 

4,155
3,871 

3,426 
3,679 
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3,483 

3,222 
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4,500

Ｈ８ Ｈ１３ Ｈ１８ Ｈ２１ Ｈ２４ Ｈ２６ Ｈ２８

（事業所）
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（４） 商業 
年間商品販売額は、増加傾向にあります。平成２８年度時点で、小売業では飲食料品小売業が

多く、年間商品販売額は１３．２％を占めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 工業 
製造品出荷額等は、平成３０年に大幅に増加しましたが、令和元年は減少しました。電気機械器

具が最も多く、２８．５％を占めました。 

 

 

  

 

 

 

 

  

食料品, 1.9%

パルプ・紙・紙

加工品, 2.4%
印刷・同関連, 1.1%

化学工業, 7.4%

プラスチック製

品, 1.6%

金属製品, 3.7%

はん用機械器具, 

4.7%

生産用機械器具, 

26.4%

電子部品, 1.8%

電気機械器具, 

28.5%

輸送用機械器具, 

13.7%

その他, 6.7%

出典：商業統計調査、経済センサス 

年間商品販売額の推移 年間商品販売額構成比（平成 28年） 

出典：工業統計調査 

製造品出荷額等の推移（令和元年） 製造品出荷額等構成比（令和元年） 

1,532

2,013
1,913 1,892

2,084

2,679

2,987

0

500

1,000
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2,000
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3,000

3,500

Ｈ１１ Ｈ１４ Ｈ１６ Ｈ１９ Ｈ２４ Ｈ２６ Ｈ２８

（億円）

卸売業, 69.9%

各種商品小売業, 

0.0%

織物・衣服・身の

回り品小売業, 

0.8%

飲食料品小売

業, 13.2%

医療品・化粧品

小売業, 3.3%

自動車・自転車

小売業, 4.7%

その他の

小売業, 8.0%

2,918 

2,399 
2,499 

2,359 
2,265 

2,447 

3,047 
2,895 
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1,000
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Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

（億円）
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（６） 観光 
入込観光客数は、令和元年に約４０万人となり、最も多かった平成２８年の約４８万人から約８

万人減少しました。令和２年は、新型コロナウイルス感染症の影響により大幅に減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

入込観光客数の推移 

出典：神奈川県入込観光客調査 

272,932

359,651
390,256

418,400

477,889

427,602 436,678
399,474
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200,000
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（人）
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高齢化が進行する中、高齢単身世帯、高齢夫婦世帯ともに増加しています。特に、高齢単身世帯

は、令和２年に６，６３５世帯と大幅に増加しました。 

また、介護保険における要支援・要介護認定高齢者数も増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年４月１日現在） 

  

高齢者世帯の推移 

出典：国勢調査 

要支援・要介護認定高齢者数の推移 

449 418 408 426 443 478 490 451 528 489

405 448 500 497 528 536 573 593 601 637
511 547 518 584 633 675 711 722 716 757
713 775 753 842 895 964 984 1,043 1,090 1,163614

658 761
840

890
920

1,081 912
1,018

1,066

474
519 554

600
664

717
649 785

775
820

314
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483

560
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558
519 651

675
731

0
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2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

（人） 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
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6,6353,028
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（世帯） 高齢夫婦世帯 高齢単身世帯

高齢者福祉 
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（１） 保育園・幼稚園 
保育園の園児数は、令和３年に１，７３９人となり、増加傾向にあります。幼稚園の園児数は、平

成２６年の１，９６８人から減少に転じ、令和２年には１，６９７人となりました。 
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保育園園児数の推移 

幼稚園園児数の推移 

（各年１月１日現在） 

（各年５月１日現在） 

432 467 528 527 507 585 500 557 503 558

722 746 692 723 684 630
659 566 617 528

680
732 748 699 722 693

635 661 577 623
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1,945 1,968 1,949 1,913 1,908
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（人） 3歳児 4歳児 5歳児 合計

子育て・教育 



128 

（2） 小学校・中学校 
小学校の児童数は、令和２年に６，２２９人となり、減少傾向にあります。中学校の生徒数も、令

和２年に３，０２４人となり、減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 年少人口（内訳）※参考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小学校児童数と中学校生徒数の推移 

（各年５月１日現在） 

6,440 6,373 6,376 6,386 6,330 6,365 6,323 6,285 6,229 6,152

3,409 3,335 3,207 3,099 3,057 3,072 3,040 3,033 3,024 3,071
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（人） 小学校児童数 中学校生徒数

出典：国勢調査 
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（1） 大規模自然災害の想定 
都心南部直下地震、南海トラフ巨大地震等の地震災害は、近い将来に発生する可能性があると

されています。 

また、地球規模での気候変動に伴う台風の巨大化や記録的短時間大雨の増加などによる大規

模な風水害は、ひとたび発生すれば広範囲に甚大な被害をもたらすと想定されています。 

 

 

想定地震名 
モーメント 

マグニチュード※ 
市内の最小震度 市内の最大震度 

都心南部直下地震 7.3 震度6弱 震度 6強 

三浦半島断層群の地震 7.0 震度5強 震度 6弱 

神奈川県西部地震 6.7 震度4 震度 5弱 

東海地震 8.0 震度5弱 震度 5強 

南海トラフ巨大地震 9.0 震度5弱 震度 5強 

大正型関東地震 8.2 震度6強 震度 6強 

※モーメントマグニチュード：地下の岩盤のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）を 

もとにして計算したマグニチュード 

 

 

（2） ごみの排出 
人口一人当たりの家庭系可燃ごみの排出量（１日平均）は、年々減少し、令和３年には４０１．４ｇ

／人となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

想定される地震 

人口一人当たりのごみの排出量（１日平均）＝ごみ排出量（ｇ）／収集人口（人）・３６５日 

（収集人口は、各年１０月１日現在） 

人口一人当たりの家庭系可燃ごみの排出量（１日平均） 

482.0 471.2 460.4 456.7 445.2 440.7 436.3 436.1 433.8
401.4
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Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

（g／人・日）

災害・環境 
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（3） 湧水・地下水 
本市には、１３か所の湧水があり、水道は地下水を主な水源としています。これらは、相模野台

地と地下水盆構造及び相模野礫層の分布に合わせて、台地に降った降水などで涵養された地下

水が湧水源や地下水源になっているものです。 

地下水位は１０月に最も高くなり、年間を通じて豊富な水資源を有しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※深井戸Ａ１号井（相模が丘４丁目）の水位 

※単位GL-m：低ければ低いほど地下水が多い 

 

 

 

 

  

地下水位の推移（令和３年度月別平均） 

降雨量の推移（令和３年度月別総量） 

出典：座間市統計要覧 
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本市には米軍基地「キャンプ座間」があり、市域面積の３．２％（約５７万平方メートル）という広

大な土地を占めています。本市はこれまでに、基地の整理、縮小、返還を基本姿勢とし、市民生活

との共存に向けて国にさらなる負担軽減を求めてきました。 

平成２８年には「キャンプ座間」の一部が国に返還され、「改訂キャンプ座間チャペル・ヒル住宅

地区返還跡地利用構想」に基づいた整備が令和４年３月に終了しました。 

さらに、長年の航空機騒音被害解消に向けた要請が実り、騒音被害は大きく減少しました。 

さらに、住民の生活安定と福祉の向上に寄与することを目的として、特定防衛施設周辺整備調

整交付金を活用しながら、周辺地域の生活環境などの整備に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

ｓ 

 

 

 

 

 

 

  

60,576 58,824

69,468

62,893 64,044 64,326 64,072

74,099
77,996 78,718

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

（千円）

特定防衛施設周辺整備調整交付金の交付額の推移 

基地政策 
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２ 市民参加 
 

 

（１） 調査概要 

調査対象 
座間市内在住の満１５歳以上の男女個人６,０００人 

（住民登録から無作為抽出） 

調査方法 郵送配付、郵送回収 

調査期間 令和２年４月中旬～５月３１日 

回答数 ２,４３５通（回収率 ４０．６％） 

調査概要 

「第四次座間市総合計画」の各施策に対し、市民が現状をどのように感じ、

考えているかを調査するため、以下の項目についてアンケート調査を実施 

① 各施策への関心度 

② 各施策を実現するための主体 

③ 施策の重要性 

④ まちづくり指標の達成度 

⑤ １０年前（２０１０年）と比較したお住まいの周辺の生活環境や座間市の

行政の変化 

⑥ 第四次座間市総合計画各施策内の目指す姿の現状 

 

（２） 調査結果 

≪施策の関心度≫ 

全体では、防犯・交通安全・危機管理など

の安全に関する施策、医療体制・介護保

険などの健康に関する施策、緑地・資源

循環・環境保全などの環境に関する施策

への関心度が高かったです。 

 

 

 

 

≪施策の重要性≫ 

全体では、医療体制・高齢者福祉・介護保

険などの健康・福祉に関する施策、道路・

公園・まちづくりなどの都市基盤に関す

る施策、危機管理・防犯などの安全に関

する施策の重要性が高かったです。 

  

まちづくりのための市民アンケート調査の分析 

■施策の関心度（上位 10） 

順位 施策 関心度 

1 防犯 94.6 

2 交通安全 92.1 

3 医療体制 91.3 

4 危機管理・減災 90.7 

5 介護保険 87.2 

6 公園・広場・緑地 86.4 

7 国民健康保険 86.3 

8 資源循環社会 85.1 

9 保健衛生 83.1 

１０ 環境保全 82.7 

N=２,４３5 
※関心度は「関心がある」「ある程度関心がある」の回答割合を合計したもの 

■施策の重要性（上位 10） 

順位 施策 構成比 

1 医療体制 40.0% 

2 道路 30.9% 

3 地域・高齢者福祉 29.6% 

4 危機管理・減災 26.3% 

5 介護保険 25.7% 

6 防犯 21.6% 

7 公園・広場・緑地 18.1% 

8 保健衛生 16.6% 

８ まちづくり 16.6% 

１０ 子ども・子育て 14.7% 

N=２,４３5 
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≪生活環境や座間市の行政の変化（良くなった施策）≫ 

１０年前（平成２２年）と比較して、公園・

緑地や道路・下水道などの都市基盤に関

する施策、資源循環社会に関する施策、

防犯・危機管理・交通安全などの安全に

関する施策、医療体制に関する施策で、

「良くなった」と回答した人の割合が多く

なっています。 

 

 

 

≪生活環境や座間市の行政の変化（悪くなった施策）≫ 

１０年前（平成２２年）と比較して、景観形

成や道路・公共交通に関する施策で、「悪

くなった」と回答した人の割合が多くな

っています。 

 

  

■１０年前（平成２２年）と比較したお住まいの周辺

の生活環境や座間市の行政の変化（上位 10） 

順位 施策 構成比 

1 公園・広場・緑地 47.4% 

2 資源循環社会 40.4% 

3 道路 34.1% 

4 防犯 29.4% 

5 危機管理・減災 28.0% 

6 医療体制 27.7% 

６ 窓口サービス 27.7% 

６ 交通安全 27.7% 

9 シティプロモーション 27.5% 

１０ 下水道 26.0% 

N=２,４３5 
※構成比は「良くなった」の回答割合 

順位 施策 構成比 

1 景観形成 9.0% 

2 道路 8.0% 

２ 公共交通 8.0% 

4 商・工業 7.3% 

5 公園・広場・緑地 7.1% 

５ 賦課・徴収 7.1% 

7 防犯 5.1% 

７ 交通安全 5.1% 

9 窓口サービス 4.9% 

１０ 農業 4.6% 

10 国民健康保険 4.6% 

N=２,４３5 
※構成比は「悪くなった」の回答割合 

■１０年前（平成２２年）と比較したお住まいの周辺

の生活環境や座間市の行政の変化（下位 10） 
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（１） 調査概要 

調査方法 本市に登録された LINEを通じた発信・回答 

調査期間 令和３年５月２５日～令和３年６月１３日 

回答数 ４，３４５件 

 

（２） 調査結果 

≪将来に残したいもの≫ 

公園関連が多く、具体的には「谷戸山／

芹沢／かにが沢」などが挙げられます。 

このほか「地下水／湧水」などの水関係、

「ひまわり／大凧」などの季節の風物や

「自然・景観／建物」などの風景が挙げ

られます。 

 

≪将来のまちの姿≫ 

「住みやすい／暮らしやすい」が多く、

子どもや高齢者、若い世代などにやさ

しいまち、賑わいや活気などの産業の

活性化などへの期待が大きくなってい

ます。 

 

≪将来イメージのキーワード≫ 

「住みやすい」が最も多く、以下「安全」、

「環境」、「やすらぎ」までは５割以上の

人が挙げています。 

このほか「快適」、「やさしい」、「活力」、

「調和」、「豊か」などが続いています。 

  

座間市の将来のまちづくりに関するアンケート調査の結果 

■将来イメージのキーワード 

85.5%

70.1%

60.8%

54.7%

42.2%

39.6%

35.1%

29.1%

27.6%

26.9%

24.6%

21.7%

17.1%

10.3%

2.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

住みやすい

安全

環境

やすらぎ

快適

やさしい

活力

調和

豊か

楽しい

元気

交流

協働・共創

個性

その他
N＝４,３４５ 

分類 場所・もの 

公園 
谷戸山公園／芹沢公園／かにが沢公園／ 

立野台公園／富士山公園／座間公園等 

水 地下水／湧水／水道水／ざまみず等 

ひまわり ひまわり畑／ひまわりまつり 

大凧 大凧揚げ／大凧まつり 

自然・景観 

桜・桜並木／相模川・河川敷・遊歩道／ 

桜百華の道／なかよし小道／田園風景／ 

大山・丹沢の眺望／ホタル／神社・寺院等 

建物 

ハーモニーホール／スカイアリーナ／ 

防空壕・戦争遺跡／古墳・遺跡・文化財／ 

キャンプ座間／大型商業施設等 

N=4,345 

■おすすめの場所、将来に残したいもの 

■将来のまちの姿 

項目 内容 

対象 
子ども／子育て世代／高齢者／障がい者／ 

若い世代／全ての年代 

望ましい 

状態 

住みやすい・暮らしやすい／自然が豊か／ 

（ひとに）やさしい／助け合う・交流する／ 

賑わいのある・活気のある／安心な・安全な等 

市への 

要望 

道路・歩道の整備／市民意向の尊重／ 

福祉の充実／医療・介護の充実／ 

健全な行財政／教育の充実等 

N=4,345 
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（１） 開催概要 

参加者 市内在住の１６歳以上の方を対象に応募（第１回：３７人、第２回：２９人） 

開催場所 座間市役所 １階 市民ホール特設会場 

開催日時 
第１回 令和３年８月７日 ／ 1４時～16時３０分 

第２回 令和３年８月２９日 ／ 1４時～16時 

テーマ 
第１回 座間市の「今」から未来像を探る 

第２回 １０年後の座間市のワン・ワード（１Word）を見つける 

 

（２） 開催結果 

第１回では、本市の魅力・課題から未来について対話し、将来像や課題・解決策などの出された

意見・キーワードが「活力・にぎわい」「子育て・教育・文化」「協働・ひと」「都市空間・生活環境」「公

園・緑地・水」「行政サービス・財政」のテーマに分類されました。 

第２回では、第１回のテーマごとに分かれ深堀りし、各グループ・個人から将来の本市のキーワ

ードが提案されました。 

 

 

 

７つの分野 第１回キーワード 将来像（第２回） 

共通 

（問い・目的） 

・住みやすいまち 

・市外から市内の循環 

・100歳まで過ごせるための座間市 

・生活環境、資金、教育の連携 

・安全・安心 

・愛着 

・発展 など 

－ 

分

野 

都市空間 

生活環境 

・歩きやすい 

・ごみ「０」の座間 

・「住みやすい」座間 

・「ごみの無い」座間 

・美しく住みやすい街座間 

・ノスタルジックなまち 

人と人とのふれ合いが活性化 

されたまち 

子育て 

教育 

文化 

・若い世代の住みやすいまち（子育 

てサービス等） 

・子育てをしやすい座間 

・「子育て」の座間 

・「世代間助け合い」の座間 

彩られたまち 

座間市「未来デザイン会議」の結果 

■未来デザイン会議で提案されたキーワードの整理 
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７つの分野 第１回キーワード 将来像（第２回） 

分
野 

協働 

ひと 

・人のスピードによりそうまち 

・「人に寄りそう」座間 

・「全員に居場所のある」座間 

みんなが考えていることを即 

座に解決できるまち 

公園 

緑地 

水 

・緑がある→水がキレイなまち 

・自然の流れによりそうまち 

・「異常気象対応の」座間 

・「緑がある」座間 

・「公園」の座間 

・「水のきれいな」座間 

生涯安心して暮らせる座間 

行政 

サービス 

・明確な目標を宣言しアピールでき 

る私のまち 
市民に優しい住みやすいまち 

活力 

にぎわい 

・活気がある 

・座間市としての特色があるまちにし 

たい！！ 

・「特色の有る」座間 

・未来 工場誘致→大学誘致→かせげ 

るまち 

・稼ぐ座間 

・稼ぐまち座間など 

小さな笑顔や小さな活力を生 

み出すまち 

 

一人一人が幸福感を持てるま 

ち 

財政 

・税金が安い 

・お金を生むまち 

・「ふるさと納税」の座間 

・「お金を生む」座間 

サステイナブルな協働のある 

まち 

 

 各テーマのまとめ（第２回成果） 
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（１） 開催概要 

①分野別団体懇談会 

 

②地区別懇談会 

開催日 会場 主な地区 参加人数 

令和３年１１月１２日 東地区文化センター さがみ野、東原、ひばりが丘、南栗原 ２８人 

令和３年１１月１５日 サニープレイス座間 入谷西、入谷東、立野台、西栗原、明王 ２１人 

令和３年１１月１６日 北地区文化センター 小松原、相模が丘、広野台 ２８人 

令和３年１１月１７日 公民館 座間、新田宿、四ツ谷 １２人 

令和３年１１月１８日 相武台コミュニティセンター 栗原、栗原中央、相武台、緑ケ丘 ３２人 

計 １２１人 
 

③オンライン懇談会 

開催日 申込人数 参加人数 

令和３年１１月１９日 １１人 ７人 

 

（２） 開催結果 

懇談会では、都市基盤に関して道路の渋滞対策や安全性の確保等に関する意見、公園・緑地の

整備や使い方に関する意見、公共施設の使い方や管理運営に関する意見等がありました。 

その他に、生活環境に関しては脱炭素社会や災害に関する意見、健康・文化に関しては新型コロ

ナウイルス感染症への対応や郷土・文化の発信に関する意見、福祉に関しては高齢者や障がい者

への対応に関する意見がありました。 

  

分野 開催日 参加団体数 参加人数 

子育て・教育 令和３年１１月４日 １３団体 １５人 

健康・福祉 令和３年１１月８日 １７団体 ２２人 

生活環境・産業・労働 令和３年１１月９日 ２０団体 ２６人 

計 ５０団体 ６３人 

分野別・地区別・オンライン懇談会の結果 
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（１） 開催概要 

開催期間 会場 一言メッセージ ひまわりぬりえ 

令和３年１１月１７日～２３日 イオンモール座間 ６０６件 ２７９枚 

 

（２） 開催結果 

 

 

・ 総合計画を「知っていた」が１２．５％、「知らなかった」が８７．５％という結果となり、認知度は

低く、特に３０代以下の若い世代で認知度が低くなっています。 

 

年代 
知っていた 知らなかった 

計 回答比率 
回答数 割合 回答数 割合 

１０代以下 ２人 ０．４％ ４７人 ９．０％ ４９人 ９．４％ 

２０代 ４人 ０．８％ ３４人 ６．５％ ３８人 ７．３％ 

３０代 ７人 １．３％ １０４人 ２０．０％ １１１人 ２１．３％ 

４０代 １７人 ３．３％ １１４人 ２１．９％ １３１人 ２５．１％ 

５０代 １７人 ３．３％ ７０人 １３．４％ ８７人 １６．７％ 

６０代 ５人 １．０％ ４８人 ９．２％ ５３人 １０．２％ 

７０代以上 １３人 ２．５％ ３９人 ７．５％ ５２人 １０．０％ 

計 ６５人 １２．５％ ４５６人 ８７．５％ ５２１人 １００．０％ 

 

 

 

「こんなまちになったらいいな」をテーマにし

た一言メッセージでは、本市のイメージアッ

プや住みやすいまちへの発展を期待する声

が多くありました。その他に、子ども・子育て

に関すること、安全安心に関すること、活性

化に関すること、交通対策に関することな

ど、多くの意見がありました。 

 

  

「咲かせよう！未来のひまわり」ポスターセッションの結果 

意見の一例 ポスターセッションの様子 

総合計画アンケート 
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（１） 開催概要 

日にち 方法 意見数 

令和３年１２月１日～１４日 市公式チャンネル（YouTube） １４件 

 

（２） 開催結果 
 

 

動画配信による意見募集では、２０代～４０代の比較的若い世代から意見が出ました。特に、子

育てしやすいまち、市民が住みやすい環境、道路の整備（渋滞対策、道路拡幅、無電柱化など）、交

通インフラの見直し、頻発化、激甚化する自然災害への対応、脱炭素社会の実現に向けた取組、

「共創」のまちづくり、行財政の効率的な運営などに関する意見がありました。 

 

 

 

 

 

  

これからの座間市のまちづくりに対する意見募集（動画配信）の結果 

「これからの座間市のまちづくり」動画 

意見の一例 
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（１） 開催概要 

開催日 会場 参加人数 

令和４年５月１０日 東地区文化センター １４人 

令和４年５月１１日 公民館 １３人 

令和４年５月１２日 オンライン ２１人 

令和４年５月１３日 北地区文化センター ２２人 

令和４年５月１４日 
サニープレイス座間 

２６人 

令和４年５月１６日 ２１人 

 計１１７人 

 

（２） 開催結果 

懇談会では、基本構想素案作成に向けて、参加者が持つ様々な視点や地域・身近で起きている

ことなどからの課題や問題意識をもとにした、政策や施策に対する意見や提案等がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり懇談会の結果 


